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明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
　
　
　
第
三
編
第
二
巻
「
生
存
中
ノ
贈
遺
及
ヒ
遺
囑
ノ
賂
遺
」

手

塚

幽
豆

解

題

　
明
治
九
年
六
月
、
司
法
卿
大
木
喬
任
の
命
を
う
け
た
箕
作
麟
群
、
牟
田
口
通

照
の
爾
名
が
約
二
ヵ
年
の
歳
月
を
費
し
て
編
纂
し
た
い
わ
ゆ
る
「
明
治
十
一
年

民
法
草
案
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
編
纂
事
情
及
び
内
容
に
關
し
て
諸
先
學
の

　
　
　
　
（
1
）

研
究
が
あ
り
、
ま
た
全
三
編
の
草
案
の
内
、
第
一
編
、
第
二
編
及
び
第
三
編
の

一
部
は
、
星
野
通
博
士
に
よ
つ
て
覆
刻
も
さ
れ
ー
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
編
の

第
一
雀
第
二
雀
は
當
時
刊
行
さ
れ
た
第
三
編
の
活
字
本
に
も
後
に
述
べ
る
よ
う

に
故
意
に
省
略
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
稿
本
の
存
在
も
報
告
さ
れ
た
も
の
が
な

　
　
　
　
朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

い
。
い
わ
ば
、
こ
の
部
分
は
、
十
一
年
草
案
の
盲
鮎
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
先
般
、
私
は
國
會
圃
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
箕
作
麟
群
文
書
の
中
に
、

そ
の
第
二
毬
に
該
當
す
る
稿
本
が
存
在
す
る
σ
を
見
出
し
た
。
原
本
は
司
法
省

十
行
罫
紙
五
八
枚
に
浮
書
さ
れ
た
爲
本
で
、
朱
筆
で
修
正
暦
補
の
加
筆
が
施
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
校
正
本
・
第
二
稿
、
日
本
民
法
草
按
・
遺
囑
贈
遺
」

と
題
し
、
「
民
法
編
纂
之
印
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
「
遺
囑
贈
遺
」
と
あ
る
が

そ
の
内
容
は
「
生
存
中
の
贈
遣
」
も
含
む
第
二
毬
全
部
で
あ
る
。
十
一
年
草
案

の
編
纂
過
程
及
び
性
格
に
關
す
る
私
見
は
、
他
日
稿
を
改
め
て
詳
し
く
本
誌
に

護
表
す
る
豫
定
で
い
る
が
こ
こ
に
は
取
り
あ
え
ず
從
來
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か

つ
た
第
二
巻
の
條
文
の
み
を
覆
刻
、
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
二
五
三
）



明
治
十
幅
年
民
法
草
案
の
一
部

五
〇

（
一
一
五
四
）

○

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
十
一
年
草
案
の
編
目
、
條
歎
及
び
起
草
年
月
日
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
編

第
一
巻

第
一
一
雀

第
三
巻

第
四
巻

第
五
巻

第
山
ハ
巻

第
七
巻

第
八
巻

第
九
巻

第
十
巻

人
轟
治
轟
葡
轟

民
畢
有
ス
ル
事
、
呆
入
タ
ル
ノ
盆
ヲ
失
フ
轟
月
厳

　
－
第
＋
山
ハ
條

　
　
　
　
ヨ
け
ロ

身
霧
書
艀
誌
口
禁
骨
醸

佳
轟
躰
儀
目
鷲
汁
蕪

失
踪
麓
＃
議
H
螢
寿
昨

婚
姻
欝
三
酷
日
黛
栢
蘇

離
婚
縫
奪
酪
H
聯
二
膜
計
縣

父
母
タ
董
、
及
享
タ
ル
趨
噴
計
罐
H
礎
二
肺

壁
二
曄

養
義
二
脂
噛
昧
口
堪
二
露
罐

父
母
ノ
艦
二
題
二
計
縣
日
堪
二
肺
四
噛
礁

幼
年
ノ
事
、
後
見
ノ
事
、
後
見
ヲ
募
ル
・
轟
、
堪
藍

　
條
ー
第
四
百
四
十
一
條

　
日
ー
九
月
二
十
日

第
十
一
雀
　
丁
年
ノ
事
、
冶
産
ノ
禁
ノ
事
、
浪
費
者
ノ
爲
メ
裁
到
所
ヨ
リ

第
一
一
編

第
一
巻

第
一
悪

第
三
雀

第
四
巻

　
　
任
ス
ル
補
佐
人
ノ
轟
嬰
運
廉
H
旙
謂
彗
曄

財
蓑
ヒ
財
霧
有
樗
難
囎
轟
サ
訓
舞

財
産
遠
為
謄
聾
監
目
糞
百
瞥
縣

蓬
所
有
焦
碧
難
藤
目
櫛
語
骨
藷

入
額
所
得
ノ
獲
ピ
定
限
ア
ル
入
額
所
得
ノ
権
櫛
語
什
鹸

　
1
ー
第
五
百
六
＋
五
條

　
　
ナ
リ
　
ニ
ナ
　
ヨ

土
地
ノ
霧
壕
蛋
坤
醸
月
櫛
誇
、
圷
醸

　　第
第総三
一則編雀十第
　年六財
（一百産
不月一所

騎篠
　一ハヲ
　目條得

　1防
　二第法
　六　月百

　一十

　目條

第
二
雀
　
（
不
明
）

第
三
巻

第
四
巻

第
五
巻

第
山
ハ
雀

第
七
巻

交費婚三＋契契換　買　姻　　九約　約
十第十第　ノ　日條　ナ十第
一千月千契　　　　ク　年九
月三三二約　　シ八百

辞土墓構舞
　　　　十　六日條八　　ル日條

l！！l穫桂
　千　三十第　　月百月百
三月百月士　　六六

　百十五　＿　　八十五十
　六＿十曽百　　　　三　　二
　十一五十五　　　日條目條

榛日條穫　11
　　　　日條　　＋第
　　　　　　　　　千　　　　　　　　月百

　　　　　　　　十七



第
八
巻

第
九
巻

第
十
巻

第
十
一
巻

賃
貸
攣
、
、
喧
鉾
簾
H
蝉
肇
、
妊
礁

會
夢
契
約
攣
蟹
．
、
町
巌
旦
議
榎
知
、
、
蘇

貸
集
晒
填
塙
礁
目
諄
語
藤

第
十
二
雀

第
十
三
巻

第
十
四
巻

第
十
五
巻

第
十
六
雀

第
十
七
雀

第
十
八
雀

附
託
及
ヒ
双
方
馨
フ
物
ノ
附
義
肝
語
熊
H
詳

五
百
五
＋
二
條

三
＋
　
一
目

偶
生
ノ
事
・
關
ス
ル
契
約
嘩
暗
｛
二
陥
日
嘩
服

百
六
＋
五
條

二
　
　
　
日

名
代
ノ
契
約
嘩
嗜
六
叫
六
陥
目
嘩
嗜
逢
昧

保
蓼
鶏
嘩
嗜
砕
二
晦
H
悌
膜
逗
逆
、
縣

和
解
ノ
契
皇
膜
逗
噛
瞭
H
嘩
欺
題
、
頑
曄

質
入
ノ
契
約
謹
ハ
謹
＋
誌
H
違
毒
醜

叢
リ
ノ
簾
及
ヒ
不
動
馨
入
質
轟
重
ハ
膜
二

條
ー
第
千
七
百
六
十
一
條

日
i
三
月
二
十
九
日

羅
得
轟
遥
冥
叫
、
蕨
H
喘
蕨
栢
、
晶

第
一
墾
二
濯
倉
て
茜
八
頁
の
洋
装
刊
本
墓
ゐ
騨
謬
、

そ
れ
に
は
編
纂
委
員
か
ら
大
木
司
法
卿
に
封
す
る
明
治
十
年
九
月
付
の
献
謙
が

つ
い
て
い
る
。
第
三
編
は
、
総
則
と
第
三
雀
第
四
毬
を
合
せ
た
一
四
九
頁
の
洋

装
刊
本
（
蘇
御
蘇
）
と
、
第
五
叢
下
第
＋
八
奮
で
を
含
む
三
七
山
ハ
募

　
　
　
　
明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

洋
装
刊
本
（
似
騨
舞
と
奮
る
．
乙
本
に
は
甲
本
と
同
じ
く
＋
套
月

付
の
献
辞
が
あ
る
が
、
丙
本
に
は
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
第
五
雀
以

下
が
司
法
卿
に
上
呈
さ
れ
た
時
期
は
、
不
明
で
あ
る
。

　
星
野
博
士
が
「
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
」
（
昭
和
＋
八
年
）
「
明
治
十
一
年
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
草
案
」
（
昭
和
＋
九
年
）
等
で
覆
刻
さ
れ
た
の
は
、
甲
、
乙
の
爾
本
で
あ
つ
て
、

丙
本
は
ま
だ
覆
刻
さ
れ
た
も
の
が
な
い
。

　
乙
本
に
第
一
雀
第
二
雀
の
條
交
が
脱
落
し
て
い
る
理
由
は
、
そ
の
献
鮮
に
「
第

一
雀
第
二
雀
ヲ
閾
キ
其
間
通
計
三
百
六
條
ラ
掲
列
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
其
第
一
巻
第

二
巻
ハ
財
蓬
相
績
及
ヒ
贈
遺
ノ
法
則
二
係
庇
其
現
下
竣
稿
二
屍
ス
ル
各
條
ノ
更

二
捌
改
訂
正
ス
可
キ
モ
ノ
多
キ
ニ
因
ル
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
献
辮
に

よ
つ
て
、
e
第
一
巻
は
財
産
相
績
、
第
二
巻
は
賂
遣
の
規
定
で
あ
る
こ
と
、
㊤

そ
の
條
敷
は
爾
雀
合
せ
て
三
〇
六
ヵ
條
で
あ
る
こ
と
、
⑬
献
謙
の
書
か
れ
た
明

治
十
一
年
一
月
當
時
、
一
懸
成
稿
し
て
い
た
も
の
は
司
法
卿
に
上
呈
す
る
ま
で

に
至
ら
な
い
未
定
稿
で
あ
つ
た
こ
と
等
の
事
情
は
、
從
來
も
判
明
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
本
稿
で
覆
刻
し
た
の
は
、
そ
の
第
二
巻
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
從

來
不
明
と
さ
れ
て
い
た
部
分
の
約
牛
分
は
補
顛
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
巻

に
っ
い
て
も
一
懸
の
成
案
が
出
來
上
つ
て
い
た
こ
と
は
、
前
掲
の
献
鮮
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
（
二
五
五
）



　
　
　
　
明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

て
も
確
實
で
あ
り
、
箕
作
麟
祥
の
手
許
に
は
、
か
な
ら
ず
保
管
さ
れ
て
・
い
た
こ

と
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
國
會
圖
書
館
に
委
託
さ
れ
て
い
る
文
書
の
内
に
は
見

當
ら
な
い
。

○

　
原
本
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
第
一
稿
と
、
そ
れ
に
修
正
加
除
を
施
し
た
第
二
稿

（
校
正
本
）
と
、
肇
の
象
が
謂
す
る
。
薯
は
奎
六
八
ヵ
條
（
歎

嫌
講
墾
い
3
）
後
者
は
奎
六
・
力
條
（
魏
荒
讐
篤
）
で
萱
讐

の
最
後
の
條
敷
第
九
三
八
條
は
、
乙
本
第
三
巻
の
條
激
の
直
前
に
該
當
す
る
。

こ
の
黙
か
ら
み
れ
ば
、
第
二
稿
は
乙
本
の
第
二
巻
に
そ
の
ま
ま
該
當
す
る
も
の

と
推
察
し
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
乙
本
の
献
騨
に
「
其
現
下
竣
稿
二
鵬
ス
ル
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
あ
る
は
、
こ
の
草
案
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
財
産
相
績
（
第
一
雀
）
や

遺
贈
（
第
二
巻
）
の
規
定
は
、
財
産
編
の
他
の
部
分
と
は
異
な
つ
て
、
わ
が
家

族
制
度
の
傳
統
に
ふ
か
い
關
係
を
有
す
る
の
で
、
な
お
上
呈
を
見
合
せ
再
槍
討

を
行
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
「
捌
改
訂
正
」
が

行
わ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
ま
た
訂
正
案
が
完
成
し
司
法
卿
に
上
呈
さ
れ
た
の
か

ど
う
か
、
こ
れ
ら
の
貼
は
遺
憾
な
が
ら
到
明
し
な
い
。

　
（
1
）
　
例
え
ば
星
野
通
著
「
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
」
二
六
頁
以
下
・
「
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
二
五
六
）

　
治
十
一
年
民
法
草
案
」
（
松
山
纏
專
研
究
彙
報
第
十
一
號
）
解
題
、
小
早
川

　
欣
吾
著
「
綬
明
治
法
制
叢
考
」
一
二
「
O
頁
以
下
等
参
照
。

（
2
）
　
前
掲
「
民
法
編
纂
史
研
究
」
に
は
乙
本
、
前
掲
「
明
治
十
一
年
民
法

　
草
案
」
に
は
甲
、
乙
二
本
が
覆
刻
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
當
時
、
星
野
博

　
士
は
第
三
編
第
五
巻
以
下
に
つ
い
て
「
残
△
・
心
な
が
ら
ま
だ
見
る
機
含
を
得

　
て
ゐ
な
い
」
（
明
治
十
一
年
民
法
草
案
・
十
二
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
．
か
ら
、

　
丙
本
は
見
て
お
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
小
早
川
敏
授
の
前

　
掲
書
に
は
丙
本
の
目
次
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
（
二
三
頁
以
下
）
、
乙
本
に

　
つ
い
て
は
「
未
見
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
二
七
五
頁
・
註
三
八
の
a
滲
照
）
。

（
3
）
　
こ
の
條
数
の
最
後
は
、
第
九
九
三
條
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
つ
づ

　
く
乙
本
第
三
巻
の
第
九
三
九
條
に
接
績
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
一
編
、

　
第
二
編
、
第
三
編
第
二
巻
ま
で
の
部
分
に
、
全
九
九
三
力
條
か
ら
成
る
第

　
一
稿
が
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
第
三
編
第
三

　
巻
以
降
に
つ
い
て
も
、
丙
本
の
草
案
以
前
に
第
一
稿
が
別
に
作
ら
れ
た
こ

　
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
甲
、
乙
、
丙
本
に
み
ら
れ
る
の
は
、
第
二
稿

　
で
あ
り
、
第
一
稿
は
別
に
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
第

　
一
稿
は
、
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
た
だ
本
稿
に
よ
つ
て
、
第
三

　
編
第
二
巻
の
第
一
稿
だ
け
が
判
明
し
た
わ
け
で
あ
る
。

（
4
）
　
こ
の
部
分
の
第
二
稿
は
、
第
六
三
三
條
か
ら
第
七
七
八
條
に
至
る
全

　
一
四
六
力
條
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

凡

例

O
　
覆
刻
は
、
な
る
べ
く
原
本
の
騰
裁
を
保
つ
こ
と
に
努
め
た
が
、
印
刷
の
便



　
宜
か
ら
、
現
在
通
常
用
い
な
い
字
膿
を
若
干
改
め
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば

　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
は
コ
ト
に
、
潟
は
得
に
、
臣
は
ト
モ
に
し
た
。
ま
た
誤
字
と
當
て
字
は
原

　
則
と
し
て
そ
の
ま
瓦
に
し
（
ま
ま
）
と
附
記
し
た
が
、
字
瞠
の
な
い
も
の
だ

　
け
は
改
め
た
。
（
註
）
と
あ
る
は
、
全
て
手
塚
の
註
記
で
あ
る
。

㊧
　
□
の
部
分
は
、
朱
筆
で
抹
潰
し
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
表
紙
の
個
所
の

　
ゴ
ヂ
の
部
分
は
原
本
の
朱
書
き
を
示
す
。

㊤
　
條
文
の
上
に
印
刷
し
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
條
敷
あ
る
い
は
若
干
の
読
明

　
は
、
原
本
で
は
欄
外
の
書
き
入
れ
で
あ
り
、
全
部
朱
書
き
で
あ
る
。

㈲
　
條
文
行
間
の
文
字
も
、
原
本
で
は
全
て
朱
書
き
で
あ
る
。
ま
た
※
は
本
文

の
そ
の
個
所
に
、
行
間
文
字
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。

　
後
記
　
覆
刻
紹
介
を
許
諾
さ
れ
た
箕
作
俊
次
氏
及
び
國
會
圃
書
館
の
大
久
保

　
　
利
謙
氏
の
御
厚
意
に
は
、
ふ
か
く
感
謝
の
意
を
表
す
。
な
お
、
筆
爲
の
任

　
　
に
當
ら
れ
た
法
學
部
大
學
院
學
生
向
井
健
君
の
勢
を
多
と
す
る
。

原

本

校
正
本

　
第
二
稿

　
日
本
民
法
草
按
　
遺
囑
贈
遺

　
　
朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

民
法
編

纂
之
印

註註
21

三第佛
條八民
　百法
　九
　十

四第同
條八
　百
　九
　十

同第
八
百
九
十

五
條

第
八
百
九
十

六
條
第
八
百

九
＋
七
條
第

自
第
圏
二
士
ハ
藤

　
　
七
百
七
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
百
三
十
八
　
　
六
（
註
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
第
厨
百
＋
三
雇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

九
百
十
三
と
あ
る
は
九
百
九
十
三
の
書
き
違
い
で
あ
る
。

こ
の
数
字
は
、
草
案
全
農
の
冊
蛋
戴
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
　
第
二
雀
　
生
存
中
ノ
贈
遺
及
ヒ
遺
囑
ノ
贈
遣

　
　
　
第
一
章
総
則

　
　
（
七
百
七
十
九
條
）

第
八
百
二
十
六
條
凡
ソ
財
産
ハ
後
ノ
籔
條
二
記
ス
ル
所
ノ
法
則

　
　
二
循
ヒ
生
存
中
ノ
贈
遣
又
ハ
遣
囑
ノ
贈
遣
ト
シ
テ
之
ヲ
人
二
贈

　
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
七
百
八
十
條
）

第
八
百
二
十
七
條
　
生
存
中
ノ
贈
遺
ト
ハ
贈
遣
ヲ
爲
ス
者
贈
遣
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
有
椛

　
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
承
諾
ス
ル
者
二
其
財
産
※
ヲ
印
時
二
韓
移
ス
ル

　
契
約
ヲ
云
フ
此
契
約
ハ
贈
遺
者
後
二
之
ヲ
駿
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
ス

　
（
七
百
八
十
｝
條
）

第
八
百
二
十
八
條
遺
囑
ノ
贈
遣
ト
ハ
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
己
レ
ノ
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薪
宥
権

　
去
シ
タ
ル
後
二
至
リ
其
財
産
※
ヲ
人
二
轄
移
ス
可
キ
ノ
定
メ
ヲ

　
爲
ス
コ
ト
ヲ
云
フ
此
賂
遺
ハ
贈
遣
者
後
二
之
ヲ
魔
葉
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
二
五
七
）



　
　
　
明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

八
百
九
＋
八
　
　
ヲ
得
可
シ

條
第
八
百
九

　
　
　
　
　
（
七
百
八
十
二
條
）

叶
九
快
ハ
削
　
第
八
百
二
十
九
條
　
生
存
中
ノ
贈
遺
ノ
讃
書
又
ハ
遺
囑
ノ
贈
邊
ノ

　
　
　
　
　
讃
書
中
二
人
ノ
行
ヒ
能
ハ
サ
ル
事
ヲ
爲
サ
シ
ム
可
キ
條
件
ヲ
記

同
　
　
　
　
　
シ
又
ハ
法
律
及
ヒ
風
儀
ヲ
害
ス
ル
事
ヲ
爲
サ
シ
ム
可
キ
條
件
ヲ

第
九
百
條

　
　
　
　
　
記
シ
タ
ル
時
ハ
其
條
件
ヲ
其
讃
書
中
二
記
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
看
倣

　
　
　
　
　
　
シ
テ
其
誰
書
ノ
敷
ヲ
生
セ
シ
ム
可
シ

ニ
項
新
タ
ニ
　
　
然
レ
ト
モ
其
生
存
巾
ノ
贈
遣
又
ハ
遣
囑
ノ
贈
遺
ノ
鐙
書
二
因
リ

編
入

　
　
　
　
　
　
購
遺
者
ノ
精
紳
惜
胤
シ
タ
ル
ヲ
知
リ
得
可
キ
時
叉
ハ
其
贈
遺
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
讃
書
ト
實
事
ノ
景
状
ト
ニ
因
リ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
※
其
調
書
中

　
　
　
　
　
　
二
記
ス
ル
條
件
ノ
如
ク
行
フ
ニ
非
サ
レ
ハ
購
遺
者
其
贈
遺
ヲ
爲

　
　
　
　
　
　
サ
・
ル
可
キ
ノ
意
タ
ル
ヲ
知
リ
得
可
キ
時
叉
ハ
贈
遺
ノ
名
義
ヲ

　
　
　
　
　
　
用
フ
ル
ト
錐
モ
其
實
有
償
ノ
契
約
タ
ル
ヲ
知
リ
得
可
キ
時
ハ
其

　
　
　
　
　
　
誰
書
ノ
敷
ヲ
生
セ
シ
ム
可
カ
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
生
存
中
ノ
購
遺
及
ヒ
遺
囑
ノ
贈
遣
ヲ
爲
シ
又
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
賂
遣
ヲ
受
ク
ル
ニ
必
要
ナ
ル
能
力

同
　
　
　
　
　
　
　
（
七
百
八
十
三
條
）

第
九
百
二
怪
　
第
八
百
三
十
條
法
律
上
二
別
段
無
能
力
者
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
者

　
　
　
　
　
　
ノ
外
ハ
何
人
二
限
ラ
ス
生
存
中
ノ
購
遣
及
ヒ
遣
囑
ノ
購
遺
ヲ
爲

　
　
　
　
　
　
シ
又
ハ
其
聡
遺
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

同第
九
百
一
條

條第第同
ヲ千九
合九百
ス十三
　五條

同第
九
百
四
條

五
四

（
二
玉
八
）

同第
九
百
五
條

　
（
七
百
八
十
四
條
）

第
八
百
三
十
一
條
生
存
中
ノ
購
遺
及
ヒ
選
囑
ノ
聡
遺
ヲ
爲
ス
ニ

　
　
　
　
　
鑑

　
ハ
精
神
ノ
幡
薩
ぞ
サ
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス

　
（
七
百
八
十
五
條
）
　
　
　
　
　
　
　
未
満

第
八
百
三
十
二
條
禰
下
六
亟
以
困
ア
幼
者
ハ
自
己
ノ
財
澆
ヲ
人

　
二
贈
興
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
其
幼
者
∠
凹
婿
姻
ヲ

　
　
　
ス

　
爲
画
タ
ル
蒔
ハ
其
父
母
又
ハ
祀
父
母
又
ハ
親
族
會
談
ノ
許
諾

　其

、
婚
姻
ノ
靭
大
約
虫
日
二
因
リ
　
　
　
　
　
　
ト
ナ
ル
可
キ
者

　
ヲ
得
タ
ル
翌
ニ
テ
※
其
配
偶
者
※
二
財
産
ヲ
贈
興
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
得
可
シ

　
（
七
百
八
十
六
條
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
存
中

第
八
百
三
十
三
條
瀾
十
六
疲
二
至
リ
シ
幼
者
ハ
噴
囑
ノ
贈
遺

　
　
　
事
ヲ
得
ス
ト
皿
蛇
モ
競
題
囑
ノ
贈
蹴
題
ハ
之
ヲ
爲
ス
專
⇒
得
胃
則
シ

　
ヲ
爲
五
ノ
外
其
財
産
ヲ
人
二
贈
興
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
一
但
シ
其

　
遣
囑
ノ
贈
遺
ヲ
以
テ
人
二
贈
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
キ
財
澆
ハ
丁

　
年
者
ノ
人
二
贈
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
キ
財
産
ノ
一
牛
二
過
ク
可

　
カ
ラ
ス

　
（
七
百
八
十
七
條
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
九
十
一
條
）
　
　
　
　
（
百
九

第
八
百
三
十
四
條
婚
姻
シ
タ
ル
婦
ハ
第
百
九
十
七
條
及
ヒ
第
百

　
十
三
條
）

　
九
十
九
條
ノ
法
則
二
循
ヒ
別
段
夫
ノ
許
諾
ヲ
得
又
然
ラ
サ
レ
ハ

　
裁
到
所
ノ
許
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
生
存
中
ノ
贈
遣
ト
シ
テ
財
産

　
ヲ
人
二
㎜
賭
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
鉄
｛
レ
ト
モ
婦
遺
“
囑
ノ
皿
賭
…
遺
ト
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叉
ハ

　
テ
財
産
ヲ
人
二
贈
與
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
其
夫
ノ
許
諾
四
旧
裁
到

　
所
ノ
許
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス



同第
九
百
六
條

同第
九
百
七
條

同第
九
百
八
條

　
（
七
百
八
十
八
條
）

第
八
百
三
十
五
條
生
存
中
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
可
キ
爲

　
メ
ニ
ハ
其
贈
遺
ヲ
爲
ス
時
之
ヲ
受
ク
ル
者
其
母
ノ
胎
内
ニ
ア
ル

　
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

　
遺
囑
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
可
キ
爲
メ
ニ
ハ
其
贈
遣
ヲ
爲

　
　
ス
者
ノ
死
去
ス
ル
時
之
ヲ
受
ク
ル
者
其
母
ノ
胎
内
ニ
ア
ル
ヲ
以

　
テ
足
レ
リ
ト
ス

　
然
レ
ト
モ
其
子
ノ
生
レ
タ
ル
後
生
存
シ
能
ハ
サ
ル
時
ハ
生
存
中

　
　
ノ
一
贈
｝
遺
及
ヒ
｝
遺
囑
ノ
瞼
狙
遺
ノ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
七
百
八
十
九
條
）

第
八
｝
旦
二
十
六
條
　
幼
者
ノ
瀧
十
六
翫
二
至
リ
シ
後
ト
錐
モ
後
見

　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
人
ハ
其
幼
壷
団
生
存
中
ノ
贈
遺
叉
ハ
遣
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル

　
　
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
幼
者
ノ
丁
年
二
至
リ
シ
後
ト
雅
モ
後
見
人
※
総
計
算
書
ヲ
其
幼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
後
見
人

　
者
二
渡
γ
テ
計
算
ヲ
爲
シ
終
リ
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
※
其
幼
者

　
　
ヨ
リ

　
房
一
生
存
中
ノ
贈
遣
又
ハ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
此
條
二
記
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
幼
者
ノ
奪
屍
親
ノ
其
後
見
ヲ
爲

　
　
シ
タ
ル
時
ハ
此
限
二
非
ス

　
（
七
百
九
十
條
）

　
第
八
百
三
十
七
條
　
不
適
法
ノ
子
ハ
此
篇
ノ
第
一
雀
第
四
章
第
一

　
　
節

　
　
繭
τ
其
得
可
キ
事
ヲ
定
メ
タ
ル
財
産
ノ
外
生
存
中
ノ
贈
遺
又

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

同第
九
百
九
條

第
四
項
ハ
創

ル同第
九
百
＋
條

同第
九
百
十
一

條

　
ハ
遣
囑
ノ
贈
遺
ト
シ
テ
其
父
母
ノ
財
産
ヲ
受
ク
可
カ
ラ
ス

（
七
百
九
十
一
條
）

第
八
百
三
十
八
條
　
腎
師
又
ハ
製
藥
者
ハ
病
者
ヲ
診
察
シ
其
病
者

　
ノ
死
去
シ
タ
ル
時
ハ
其
病
中
其
死
者
ヨ
リ
爲
シ
タ
ル
生
存
中
ノ

　
贈
遺
又
ハ
遺
囑
ノ
賂
遣
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
涯

　
然
レ
ト
モ
其
死
者
ノ
家
薗
下
其
警
師
又
ハ
製
藥
者
ノ
螢
費
ト

　
ニ
准
シ
其
死
者
ノ
財
差
中
特
定
ノ
一
部
ヲ
酬
謝
ト
シ
テ
贈
與
ス

　
ル
場
合
ハ
前
項
二
記
ス
ル
所
ノ
限
二
非
ス

　
叉
其
死
者
二
直
系
ノ
財
養
相
綾
人
ナ
ク
其
腎
師
又
ハ
製
藥
者
其

　
死
者
ノ
第
四
級
二
至
ル
迄
ノ
血
属
親
ナ
ル
時
ハ
其
死
者
ノ
財
蓬

　
ノ
全
部
ト
錐
モ
之
ヲ
贈
遺
ト
シ
テ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
可
ク
叉
其

　
讐
師
叉
ハ
製
藥
者
其
死
者
ノ
直
系
ノ
財
癌
相
績
人
タ
ル
時
ハ
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亦
　
　
購
遺

　
他
二
直
系
ノ
相
績
人
ア
リ
ト
錐
ト
土
図
其
遺
塑
ヲ
受
ク
ル
コ

　
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
七
百
九
十
二
條
）

第
八
百
三
十
九
條
衆
庶
ノ
稗
釜
ノ
爲
メ
設
ケ
タ
ル
公
舎
叉
ハ
貧

　
院
及
ヒ
邑
中
ノ
貧
者
二
生
存
中
ノ
賂
遣
叉
ハ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官

　
テ
財
蓬
ヲ
贈
與
ス
ル
約
定
ハ
一
鷺
ア
許
ヲ
得
タ
ル
ニ
非
サ
レ

　
ハ
其
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
七
百
九
十
三
條
）

第
八
百
四
十
條
前
敷
條
二
記
ス
ル
法
則
二
循
ヒ
購
遺
ヲ
受
ク
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
二
五
九
）



條第同
ハ九
削百
ル十

同第
九
百
十
三

燦同
讐
草
四

條第同
第九
一百
項十
　五

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
契
約

　
　
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
者
二
財
蓬
ヲ
贈
興
ス
ル
約
定
ハ
有
償
ノ
［
約
隆

　
　
ノ
膿
裁
ニ
テ
之
ヲ
爲
シ
又
ハ
介
入
者
ノ
名
義
ヲ
假
リ
之
ヲ
爲
ス

　
　
ト
蹉
モ
其
敷
ナ
カ
ル
可
シ
但
シ
其
賂
遣
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
サ

　
　
ル
者
ノ
父
母
子
卑
馬
親
配
偶
者
ハ
之
ヲ
介
入
者
ト
看
徹
ス
可
シ

　
　
　
　
第
三
章
　
贈
遣
ト
爲
ス
ヲ
得
可
キ
財
産
ノ
定
分
及
ヒ
贈
遣

　
　
　
　
　
　
　
ト
爲
シ
タ
ル
財
産
ヲ
減
ス
ル
事

　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
　
第
二
髄
　
贈
遭
ト
爲
ス
ヲ
得
可
キ
財
産
ノ
定
分

　
　
（
七
百
九
十
四
條
）

　
第
八
百
四
十
一
條
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
二
適
法
ノ
子
一
人
ア
ル
時
ハ

　
　
其
財
産
ノ
一
牛
ヲ
生
存
中
ノ
贈
遣
叉
ハ
遺
囑
ノ
贈
遺
ト
シ
テ
人

　
　
二
賂
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
ク
叉
適
法
ノ
子
二
人
ア
ル
時
ハ
其
三

　
　
分
ノ
一
ヲ
贈
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
ク
又
適
法
ノ
子
三
入
以
上
ア

　
　
ル
時
ハ
其
四
分
ノ
一
ヲ
賂
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
七
百
九
十
五
條
）

　
第
八
百
四
十
二
條
　
適
法
ノ
子
卑
馬
親
ヲ
潰
留
シ
テ
死
去
シ
タ
ル

　
　
時
二
於
テ
モ
其
卑
馬
親
ノ
歎
如
何
ヲ
問
ハ
ス
其
適
法
ノ
子
ノ
敷

　
　
二
從
ヒ
贈
遺
ト
爲
ス
ヲ
得
可
キ
財
産
ノ
定
分
ヲ
算
定
ス
可
シ

　
（
七
百
九
十
六
條
）

　
第
八
百
四
十
三
條
死
者
二
子
及
ヒ
卑
属
親
ナ
ク
シ
テ
父
母
ア
ル

　
　
時
ハ
其
財
産
ノ
一
牛
ヲ
生
存
中
ノ
贈
遣
又
ハ
遺
囑
ノ
購
遣
ト
シ

　
　
テ
人
二
賂
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
ク
又
其
父
又
ハ
母
ノ
ミ
ア
ル
時

條第同
第九
二百
項十
　五

六ノ民ム新
節三法1タ
ニ第理ロニ
搬六論ン編
ル百巻氏入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
　
　
（
二
六
〇
）

　
ハ
其
財
産
ノ
四
分
ノ
三
ヲ
贈
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
死
者
二
父
母
並
二
子
及
ヒ
卑
属
親
ナ
ク
シ
テ
父
方
ト
栂
方
ト
ノ

　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
爾
族
二
奪
族
親
ア
ル
時
ハ
亦
其
財
産
ノ
一
牛
ヲ
生
存
中
ノ
贈
遣

　
叉
ハ
遣
囑
ノ
贈
遣
ト
シ
テ
人
二
贈
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
ク
叉
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
父
方
又
ハ
母
方
ノ
一
族
ノ
ミ
ニ
尊
族
親
ア
ル
時
ハ
亦
其
財
産
ノ

　
四
分
ノ
三
ヲ
購
興
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
七
百
九
十
七
條
）

第
八
百
四
十
四
條
　
魚
屠
親
ノ
爲
メ
ニ
貯
留
シ
置
ク
可
キ
財
産
ハ

　
其
魚
属
親
其
死
者
ノ
財
蓬
相
績
ヲ
爲
ス
可
キ
順
序
二
循
テ
之
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
取
得
ト
爲
ス
可
シ
但
シ
其
尊
族
親
死
者
ノ
財
産
ヲ
相
績
ス
ル
ニ

　
當
リ
其
魚
属
親
ノ
灌
ト
傍
系
親
ノ
槽
ト
相
腸
レ
其
鯨
属
親
ノ
相

　
績
ス
可
キ
財
産
ノ
部
分
ノ
債
ノ
其
貯
留
財
産
ノ
償
二
及
ハ
サ
ル

　
時
ハ
其
盆
庵
親
其
相
績
ス
可
キ
財
産
ノ
部
分
ヲ
取
得
ト
爲
サ
ス

　
其
貯
留
財
産
ヲ
取
得
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
ク
若
シ
其
貯
留
財
養

　
ノ
贋
ノ
其
相
綾
ス
可
キ
財
産
ソ
部
分
ノ
贋
二
及
ハ
サ
ル
時
ハ
其

　
奪
厨
親
其
貯
留
財
琵
ヲ
取
得
ト
爲
サ
ス
其
相
績
ス
可
キ
財
産
ノ

部
分
ヲ
取
得
卜
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
七
百
九
十
八
條
）

第
八
百
四
十
五
條
　
死
者
二
卑
扇
親
ア
ル
時
ハ
其
璽
鵬
親
ハ
貯
留

　
財
蓬
ヲ
得
ル
ノ
権
ナ
シ
然
レ
ト
モ
其
卑
隔
親
ノ
皆
其
死
者
ノ
財



同第
九
百
十
六

條新
タ
ニ
編
入

同第
九
百
十
七

條同第
九
百
十
八

條
ハ
削
ル

同第
九
百
十
九

條

　
　
産
相
績
ヲ
拠
棄
シ
タ
ル
時
ハ
其
尊
厨
親
二
貯
留
財
産
ヲ
得
ル
ノ

　
　
灌
ア
リ
ト
ス

　
（
七
百
九
十
九
條
）

　
第
八
百
四
十
六
條
　
魚
属
親
及
ヒ
卑
厨
親
ノ
共
ニ
ア
ラ
サ
ル
時
ハ

　
　
生
存
中
ノ
贈
遺
叉
ハ
遣
囑
ノ
購
遣
ト
シ
テ
財
産
ノ
全
部
ヲ
入
二

　
　
贈
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
　
百
　
條
）

　
第
八
百
四
十
七
條
魚
属
親
叉
ハ
卑
屍
親
死
者
ノ
財
産
相
績
ヲ
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
棄
シ
タ
ル
時
ハ
貯
留
財
産
ヲ
得
口
圃
囲
ア
罐
ナ
シ

　
（
八
百
一
條
）

　
第
八
百
四
十
八
條
入
額
所
得
ノ
擢
利
又
ハ
畢
生
間
ノ
年
金
ヲ
得

　
　
ル
ノ
権
利
ヲ
生
存
中
ノ
贈
遺
叉
ハ
遣
囑
ノ
贈
遺
ト
シ
テ
贈
與
シ

　
　
宣
ハ
謹
鵬
利
ノ
僧
｛
ヒ
死
者
ノ
購
篇
遺
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
財
産
定
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
ノ
贋
二
過
キ
タ
ル
時
ハ
貯
留
財
産
ヲ
得
同
陸
7
灌
ア
ル
財
濠

　
　
相
績
人
ハ
其
贈
遺
ヲ
施
行
ス
ル
鰍
然
ラ
サ
レ
ハ
死
者
ノ
贈
遺
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其

　
　
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
財
産
定
分
ノ
所
有
権
ヲ
※
受
賂
者
二
委
附

　
　
ス
可
シ

　
（
八
百
二
條
）

第
八
百
四
十
九
條
　
贈
遺
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
財
産
定
分
ノ
全

　
　
部
叉
ハ
一
部
ハ
其
所
有
者
ヨ
リ
生
存
中
ノ
賂
遣
又
ハ
遺
囑
ノ
贈

　
　
遺
ト
シ
テ
己
レ
ノ
子
叉
ハ
其
他
ノ
財
産
相
綾
人
ニ
モ
賂
與
ス
ル

　
　
コ
ト
ヲ
得
可
シ

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

同
甥
夏
＋

一第同
條九
　頁

　芋

但
シ
其
贈
遣
ヲ
爲
ス
者
其
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
子
叉
ハ
其
他
ノ
財

産
相
績
人
ノ
後
二
之
ヲ
返
還
ス
ル
ニ
及
ハ
サ
ル
旨
ヲ
特
二
定

メ
置
キ
タ
ル
時
ハ
其
贈
遣
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ
財
産
相
績
ヲ
爲

ス
時
二
至
リ
其
贈
遣
ヲ
受
ケ
シ
子
叉
ハ
其
他
ノ
財
産
相
績
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

ヨ
リ
其
贈
遣
物
ヲ
遺
留
財
産
合
部
中
二
返
還
ス
ル
ニ
及
ハ
ス

財
産
相
績
人
中
ノ
一
人
二
財
産
ヲ
贈
與
シ
後
二
之
ヲ
遺
留
財

　
（
ま
ま
）

産
合
部
中
二
返
還
ス
ル
ニ
及
ハ
サ
ル
ノ
定
メ
ハ
之
ヲ
其
贈
遺

ノ
謹
書
中
二
附
記
シ
又
ハ
別
段
ノ
調
書
二
之
ヲ
記
ス
可
シ
但

シ
其
別
段
ノ
謹
書
ヲ
記
ス
ル
法
則
ハ
生
存
中
ノ
購
選
又
ハ
遺

囑
購
遺
ノ
謹
書
ヲ
記
ス
ル
法
則
ト
相
同
シ
カ
ル
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
第
三
塑
贈
遺
ト
爲
シ
タ
ル
財
産
ヲ
減
ス
ル
事

　
（
八
百
三
條
）

第
八
百
五
十
條
　
死
者
ノ
贈
遺
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
財
産
定
分

　
二
過
キ
タ
ル
生
存
中
ノ
贈
遺
又
ハ
遺
囑
ノ
贈
遺
ハ
其
財
産
相
績

　
ヲ
始
ム
ル
時
之
ヲ
其
定
分
二
減
ス
可
シ

　
（
八
百
四
條
）

第
八
百
五
十
一
條
法
律
上
二
貯
留
財
産
ヲ
得
可
キ
ノ
樺
ア
リ
ト

　
定
メ
タ
ル
財
産
相
績
人
叉
ハ
其
財
産
相
績
人
ノ
相
績
人
又
ハ
共

　
財
産
相
績
人
ノ
債
主
ハ
生
存
中
ノ
購
遣
又
ハ
遺
囑
ノ
購
遺
ヲ
減

　
セ
シ
ム
ル
ノ
権
ア
リ
然
レ
ト
モ
其
他
ノ
生
存
中
ノ
贈
遺
又
ハ
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
　
　
（
二
六
一
）



二第同
條九
’百

　十

三第同
條九
　亘

　早

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
者
ノ
爲
シ
タ
ル
陰

　
　
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
叉
ハ
死
者
ノ
債
主
ハ
『
鶴
中
ノ
贈
遺

　
　
遺

　
　
又
ハ
清
胤
囑
ノ
一
贈
遺
『
ヲ
減
セ
シ
ム
ル
ノ
樺
一
ナ
ク
又
宜
ハ
贈
遺
ヲ
一
減

　
　
ス
ル
ニ
因
リ
己
レ
ニ
利
釜
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
（
八
百
五
條
）

　
第
八
百
五
十
二
條
賂
遣
ト
爲
セ
シ
財
涯
ヲ
減
ス
可
キ
分
量
ヲ
定

　
　
ム
ル
ニ
ハ
先
ツ
其
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ
死
去
ノ
時
二
遣
留
シ

　
　
タ
ル
一
切
ノ
財
産
ヲ
合
シ
叉
生
存
中
ノ
贈
遣
ト
爲
シ
タ
ル
各
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
産
ヲ
其
贈
遺
ノ
時
ノ
贋
ヲ
以
テ
假
二
之
ヲ
遺
留
財
産
合
部
中

　
　
二
併
合
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
シ
此
諸
般
ノ
財
蓬
中
ヨ
リ
負
債

　
　
ノ
額
ヲ
引
去
リ

　
　
一
嘱
レ
万
ル
上
ニ
テ
其
財
産
相
績
人
ノ
奪
属
親
又
ハ
卑
属
親

　
　
タ
ル
ト
其
員
勲
ト
ニ
准
必
幽
［
其
死
者
ノ
贈
遣
ト
爲
ス
ヲ
得
可

　
　
キ
財
産
ノ
定
分
ヲ
計
算
ス
可
シ

　
（
八
百
六
磐

　
第
八
百
五
十
三
條
　
遣
囑
ノ
贈
遣
物
ヲ
減
シ
霊
シ
テ
筒
ホ
不
足
ナ

　
　
ル
時
二
非
サ
レ
ハ
生
存
中
ノ
贈
遺
物
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但

　
　
シ
生
存
中
ノ
賂
遺
物
ヲ
減
ス
可
キ
時
ハ
其
最
終
ノ
贈
選
物
ヲ

　
　
（
ま
ま
）

　
　
『
麟
物
図
最
初
二
減
ス
可
ク
若
シ
最
終
ノ
贈
遣
物
ヲ
減
シ
蓋

　
　
シ
テ
倫
ホ
不
足
ナ
ル
時
ハ
最
終
ヨ
リ
第
二
次
ノ
購
遺
物
ヲ
減
シ

　
　
其
他
次
第
二
前
二
爲
シ
タ
ル
賂
遺
物
二
及
ホ
シ
テ
之
ヲ
減
ス
可

　
　
シ

新
タ
ニ
編
入

同第
九
百
二
十

四
條

同第
九
百
二
十

五
條

六第同
條九
　頁

　不

七第同
條九
　百

　不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
二
六
二
）

（
八
百
七
躁
）

第
八
百
五
十
四
條
若
シ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
受
ケ
シ
者
自
己
ノ
義

　
務
ヲ
墨
ク
ス
可
キ
資
金
ヲ
有
セ
サ
ル
ニ
至
リ
シ
時
ハ
貯
留
財
産

　
ヲ
得
可
キ
相
績
人
其
損
失
ヲ
己
レ
ニ
澹
任
ス
可
シ

鉱
醤
韓
五
條
財
産
鰻
人
宇
天
嘗
テ
死
書
星
存

　
中
ノ
賂
遣
ヲ
受
ケ
其
贈
遺
物
ヲ
減
ス
可
キ
時
其
購
遺
物
ト
自
カ

　
ラ
財
産
相
練
人
タ
ル
ニ
付
キ
相
綾
ス
可
キ
財
産
ト
同
一
ノ
種
類

　
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
其
賂
遣
物
中
ニ
テ
自
己
ノ
相
績
ス
可
キ
財
産
ノ

　
高
二
充
ル
迄
ヲ
保
チ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
九
條
）

第
八
百
五
十
六
條
生
存
中
ノ
賂
遣
ノ
贋
ヒ
死
者
ノ
贈
遺
ト
爲
ス

　
ヲ
得
可
キ
財
蓬
定
分
二
等
シ
ク
叉
ハ
之
二
過
キ
タ
ル
時
ハ
総
テ

　
遺
囑
ノ
贈
遺
ノ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
十
繰
）

第
八
百
五
十
七
條
遣
囑
ノ
贈
遣
物
ヲ
減
ス
可
キ
時
ハ
財
産
全
部

　
ノ
遺
囑
ノ
贈
遣
ト
財
蓬
特
定
ノ
一
部
ノ
遣
囑
ノ
贈
遣
ト
／
差
別

　
ナ
ク
其
贈
遺
ト
爲
セ
シ
財
産
ノ
割
合
ヲ
以
テ
之
ヲ
減
ス
可
シ

　
（
八
百
十
一
條
）

第
八
百
五
十
八
條
然
レ
ト
モ
遺
囑
ノ
購
遺
ヲ
爲
ス
者
一
ノ
贈
遺

　
ノ
財
産
ヲ
他
ノ
購
遺
ノ
財
産
ヨ
リ
モ
特
二
必
ス
贈
與
セ
ソ
ト
欲

　
ス
ル
旨
ヲ
明
カ
ニ
定
メ
置
キ
タ
ル
時
ハ
其
欲
ス
ル
所
二
從
ヒ
其

　
別
段
ノ
贈
遺
物
ヲ
減
ス
可
カ
ラ
ス
但
シ
他
ノ
購
遺
ノ
財
産
ノ
全



八第同
條九
　亘

　芋

九第同
條九

亘

不

條第司
　九
　百

　十

　
　
贋
ヲ
以
テ
爾
ホ
財
涯
相
績
人
ノ
爲
メ
貯
留
ス
可
キ
財
産
ノ
贋
二

　
　
充
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
時
ハ
其
別
段
ノ
贈
遺
物
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
可
シ

　
（
八
百
十
二
條
）

　
第
八
百
五
十
九
條
生
存
中
ノ
賂
遣
ヲ
受
ケ
シ
者
其
購
遺
者
ノ
死

　
　
去
シ
タ
ル
ヨ
リ
一
年
内
二
贈
遣
物
ヲ
減
ス
可
キ
ノ
求
メ
ヲ
受
ク

　
　
ル
時
ハ
死
者
ノ
贈
遣
ト
爲
ス
ヲ
得
可
キ
財
涯
定
分
二
過
キ
シ
贈

　
　
選
ノ
財
差
ヨ
リ
得
タ
ル
利
釜
中
二
付
キ
其
贈
遣
者
ノ
死
去
シ
タ

　
　
ル
ヨ
リ
以
來
得
タ
ル
所
ノ
利
釜
ヲ
返
還
ス
可
ク
若
シ
其
一
年
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
求
メ

　
　
期
限
後
二
其
求
メ
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
爾
7
受
ケ
シ
日
ヨ
リ
以

　
　
來
得
タ
ル
所
ノ
利
釜
ヲ
返
遼
ス
可
シ

　
（
八
百
十
三
條
）
4

　
第
八
百
六
十
條
　
嘗
テ
死
者
ヨ
リ
贈
遺
ト
シ
テ
受
ケ
タ
ル
不
動
琵

　
　
ヲ
其
贈
遺
物
ヲ
減
ス
ル
ニ
因
リ
其
財
産
相
績
入
二
返
還
ス
ル
時

　
　
ハ
其
贈
遺
ヲ
受
ケ
シ
者
其
不
動
濠
二
付
キ
負
ハ
シ
メ
タ
ル
土
地

　
　
ノ
義
務
及
ヒ
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
條
除
シ
テ
之
ヲ
返
還
ス
可
シ

　
（
八
百
十
四
條
）

　
第
八
百
六
十
一
條
死
者
ノ
贈
遺
ト
爲
ス
ヲ
得
可
キ
財
産
定
分
二

　
　
過
キ
シ
不
動
産
ノ
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ヨ
リ
其
不
動
涯
ノ
所
有

　
　
権
ヲ
入
二
韓
移
シ
タ
ル
時
ハ
貯
留
財
産
ヲ
得
可
キ
相
績
人
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
直
チ
ニ
其
不
動
産
ノ
保
有
者
二
封
シ
其
不
動
産
取
戻
ヲ
訟
求
ス

朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

一第同
條九
　亘

十

同第
九
百
三
十

二
條

同
條
前
項
ハ

創
ル

　
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
其
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
財
産
中
ヨ
リ
其
不
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
涯
ノ
贋
二
當
ル
可
キ
償
ヲ
得
ン
ト
訟
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
若
シ
其
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
財
蓬
ヲ
以
テ
其
購
遺
ト
爲
セ
シ

　
不
動
産
ノ
贋
ヲ
償
フ
ニ
足
ラ
サ
ル
時
ハ
其
相
績
人
ヨ
リ
其
不
動

　
　
　
　
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
産
ノ
保
有
※
二
封
シ
其
不
動
産
ヲ
取
戻
サ
ソ
ト
訟
求
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ヲ
得
可
シ
但
シ
其
訟
求
ヲ
爲
ス
∠
方
怯
ぼ
順
序
ト
ハ
其
贈
遣

　
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
封
シ
テ
爲
ス
所
二
同
シ
カ
ル
可
シ

　
　
第
四
章
　
生
存
中
ノ
贈
遣

　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
第
二
趨
　
生
存
中
ノ
購
遺
ノ
法
式

（
八
百
＋
五
條
）

第
八
百
六
十
二
條
生
存
中
ノ
贈
遺
ノ
讃
書
ハ
公
謹
人
通
常
ノ
契

　
約
書
ノ
法
式
二
循
ヒ
之
ヲ
記
シ
テ
其
正
本
ヲ
藏
シ
置
ク
可
シ
若

　
シ
此
事
ヲ
爲
サ
・
ル
時
ハ
其
賂
遺
ノ
讃
書
ノ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
十
六
條
）

第
八
百
六
十
三
條
購
遺
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
其
賂
遺
ノ
謹
書
ヨ
リ
後

　
二
公
正
ノ
讃
書
ヲ
記
シ
テ
其
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
承
諾
ス
ル

　
旨
ヲ
謹
ス
可
ク
其
正
本
ハ
公
謹
人
之
ヲ
藏
シ
置
ク
可
シ
但
ツ
此

　
鳩
云
ロ
ニ
於
テ
ハ
宜
ハ
諮
μ
議
目
ノ
公
宙
伺
ヲ
贈
遺
者
二
邊
達
シ
タ
ル
日
ヨ

　
リ
後
二
非
サ
レ
ハ
其
贈
遺
者
二
封
シ
テ
其
贈
遣
ノ
敷
ヲ
生
ス
可

　
カ
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
ヘ
ニ
六
三
）



三第同
條九
　亘

　十

四第同
條九
　百

　十

五第同
條九
　亘

　十

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
（
八
百
十
七
條
）

　
第
八
百
六
十
四
條
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
丁
年
ナ
ル
時
ハ

　
　
自
カ
ラ
其
賂
遣
ヲ
承
諾
シ
叉
ハ
本
人
二
代
テ
其
贈
遺
ヲ
承
諾
ス

　
　
可
キ
ノ
権
ヲ
任
セ
ラ
レ
シ
名
代
人
其
承
諾
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可

　
　
シ

　
　
此
名
代
人
ヲ
任
ス
ル
讃
書
ハ
公
謹
人
之
ヲ
記
シ
其
讃
書
ノ
正
本

　
　
ヲ
贈
遺
ノ
諦
書
ノ
正
本
二
添
へ
藏
シ
置
ク
可
シ
若
シ
叉
贈
遺
ノ

　
　
謹
書
ト
贈
遺
ノ
承
諾
ヲ
爲
ス
讃
書
ト
異
ナ
ル
時
ハ
名
代
人
ヲ
任

　
　
ス
ル
讃
書
ノ
正
本
ヲ
其
承
諾
ヲ
爲
ス
讃
書
ノ
正
本
二
添
へ
藏
シ

　
　
置
ク
可
シ

　
　
（
八
百
十
八
條
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
九
十
一
條
）
　
　
　
　
（
百
九

　
第
八
百
六
十
五
條
婚
姻
シ
タ
ル
婦
ハ
第
百
九
十
七
條
及
ヒ
第
百

　
　
十
三
條
）

　
　
九
十
九
條
ノ
法
則
二
循
ヒ
夫
ノ
許
諾
ヲ
得
ル
鰍
叉
ハ
裁
到
所
ノ

　
　
允
許
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
人
ヨ
リ
爲
シ
タ
ル
生
存
中
ノ
購
選
ヲ

　
　
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
（
八
百
＋
九
條
）

　
第
八
百
六
十
六
條
後
見
ヲ
冤
レ
サ
ル
幼
者
及
ヒ
治
産
ノ
禁
ヲ
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
百
十
八
條
）

　
　
ケ
シ
者
二
爲
シ
タ
ル
生
存
中
ノ
贈
遣
ハ
其
後
見
人
第
四
百
二
十

　
　
九
條
ノ
法
則
二
循
フ
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
後
見
ヲ
免
レ
タ
ル
幼
者
ハ
管
財
人
ノ
立
會
ニ
テ
人
ヨ
リ
爲
シ
タ

　
　
ル
生
存
中
ノ
贈
遣
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

六第同
條九
　亘

　十

七第同
條九
　亘

　十

八第同
條九
　百

　十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
二
六
四
）

　
縛
テ
後
見
ヲ
冤
レ
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
幼
者
ノ
父
母
又
ハ
奪

　
鰯
親
ハ
其
幼
者
ノ
爾
図
後
見
ノ
任
又
ハ
管
財
ノ
任
ヲ
受
ケ
サ

　
ル
時
ト
錐
ト
モ
親
族
會
議
ノ
許
諾
ヲ
得
ス
シ
テ
幼
者
ノ
爲
メ
ニ

　
人
ヨ
リ
爲
シ
タ
ル
生
存
中
ノ
贈
潰
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
二
十
條
）

第
八
百
六
十
七
條
　
唖
聾
者
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
時
ハ
自

　
カ
ラ
生
存
中
ノ
贈
邊
ヲ
承
諾
シ
又
ハ
名
代
人
ヲ
シ
テ
其
承
諾
ヲ

　
爲
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
若
シ
唖
聾
者
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
知
ラ
サ
ル
時
ハ
特
別
管
財
人
ヲ
シ
テ
其
贈
選
ノ
承
諾
ヲ
爲
サ

　
シ
ム
可
シ

（
八
百
二
十
一
條
）

第
八
百
六
十
八
條
衆
庶
ノ
稗
釜
ノ
爲
メ
設
ケ
タ
ル
公
舎
叉
ハ
貧

　
院
及
ヒ
邑
中
ノ
貧
者
二
爲
シ
タ
ル
生
存
中
ノ
贈
遣
ハ
其
公
舎
又

　
　
　
　
　
管
理
　
　
　
　
　
　
　
官

　
ハ
貧
院
∠
圏
天
及
ヒ
邑
量
閣
ア
許
ヲ
得
タ
ル
上
二
非
サ

　
レ
ハ
其
承
諾
ヲ
爲
ス
可
カ
ラ
ス

　
（
八
百
二
十
二
條
）

第
八
百
六
十
九
條
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
相
當
ノ
法
式
ヲ

　
以
テ
其
購
遣
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
上
ハ
其
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
ト
之
ヲ
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
ク
ル
者
ト
ノ
間
二
於
テ
ハ
其
贈
遺
図
完
了
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
爲

　
シ
贈
遣
ノ
財
産
ヲ
別
段
引
渡
ス
ニ
及
ハ
ス
シ
テ
其
財
産
所
有
禮

　
ヲ
贈
遺
ヲ
受
ゲ
タ
ル
者
二
移
ス
可
シ



同第
九
百
三
十

九
條

新
タ
ニ
．
編
入

同第
九
百
四
十

條同九
百
四
十
一

條

　
（
八
百
二
十
三
條
）

　
第
八
百
七
十
條
　
不
動
産
ヲ
生
存
中
ノ
贈
遺
ト
爲
シ
タ
ル
時
ハ
其

　
　
贈
遺
ト
承
諾
ト
ヲ
記
シ
タ
ル
讃
書
ノ
．
公
篤
又
贈
遣
ノ
謹
書
ト
承

　
　
諾
ノ
鐙
書
ト
異
ナ
ル
時
ハ
其
二
通
ノ
謹
書
ノ
公
窟
ヲ
其
不
動
蓬

　
　
駈
在
ノ
地
ヲ
管
轄
ス
ル
書
入
質
官
署
ノ
簿
珊
二
登
記
ス
可
シ
但

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完
全
ノ

　
　
シ
其
登
記
ヲ
爲
サ
・
ル
前
ハ
他
人
二
封
シ
テ
其
贈
遣
ノ
※
敷
ヲ

　
　
生
セ
シ
ム
可
カ
ラ
ス

　
（
八
百
二
十
四
條
）

　
第
八
百
七
十
一
條
贈
逡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
丁
年
ナ
ル
時
ハ
自
カ
ラ

　
　
其
登
記
ヲ
求
ム
可
ク
若
シ
其
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
其
登
記
ヲ
求

　
　
メ
サ
ル
時
ハ
其
債
主
又
ハ
代
権
人
其
者
二
代
テ
其
登
記
ヲ
求
ム

　
　
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
二
十
五
條
）

　
第
八
百
七
十
二
條
　
婦
ノ
人
ヨ
リ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
時

　
　
ハ
夫
ヨ
リ
其
登
記
ヲ
求
ム
可
シ
夫
其
登
記
ヲ
求
メ
サ
ル
時
ハ
其

　
　
婦
自
カ
ラ
其
登
記
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
幼
者
又
ハ
治
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
シ
者
又
ハ
衆
庶
ノ
稗
釜
ノ
爲
メ
設

　
　
ケ
タ
ル
公
舎
叉
ハ
貧
院
及
ヒ
邑
中
ノ
貧
者
ノ
他
人
ヨ
リ
生
存
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
管
財
人
管
理

　
　
ノ
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
其
後
見
人
儒
図
剴
人
邑
長
其
登
記
ヲ

　
　
求
ム
可
シ

　
（
八
百
二
十
六
條
）

　
第
八
百
七
十
三
條
生
存
中
贈
遣
ノ
謹
書
ノ
公
窩
及
ヒ
承
諾
ノ
鐙

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
幅
部

二第同
條九
　百
　四
　十

三第同
條九
　百
　四
　十

　
書
ノ
公
窟
ヲ
書
入
質
官
署
ノ
簿
珊
二
登
記
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
時
ハ

　
其
賂
遺
ノ
財
蓬
二
關
係
ア
ル
各
人
其
登
記
ア
ラ
サ
ル
ニ
因
リ
其

　
　
　
完
全
ノ

　
贈
遣
ノ
※
敷
ナ
キ
旨
ヲ
申
述
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
但
シ
其
登
記

　
ノ
求
メ
ヲ
爲
ス
可
キ
義
務
ア
ル
者
又
ハ
其
代
権
人
又
ハ
贈
遣
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完
全
ノ

　
爲
シ
タ
ル
者
ハ
其
登
記
ア
ラ
サ
ル
ニ
因
リ
其
贈
遺
ノ
※
敷
ナ
キ

　
ヒ
日
ヲ
申
述
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　（八

百
二
十
七
條
）

第
八
百
七
十
四
條
　
幼
者
治
謹
ノ
禁
ヲ
受
ケ
シ
者
及
ヒ
婚
姻
シ
タ

　
ル
婦
ハ
生
存
中
ノ
賂
遺
ヲ
承
諾
ス
ル
事
及
ヒ
贈
遺
ノ
諦
書
又
ハ

　
承
諾
ノ
謹
書
ノ
公
篇
ヲ
書
入
質
官
署
ノ
簿
珊
二
登
記
ス
ル
事
ヲ

　
其
後
見
入
又
ハ
其
夫
ノ
怠
リ
タ
ル
時
ハ
自
カ
ラ
其
怠
リ
ノ
責
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
害
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
任
ス
可
ク
唯
其
後
見
人
叉
ハ
其
夫
二
甥
シ
損
関
7
償
ヲ
訟
求

　
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
但
シ
其
後
見
人
又
ハ
夫
ヨ
リ
幼
者
又
ハ
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
害

　
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
シ
者
又
ハ
婦
二
其
損
一
因
ノ
償
ヲ
爲
ス
コ
ト
能

　
ハ
サ
ル
時
ト
錐
モ
此
等
ノ
者
ハ
其
後
見
人
又
ハ
夫
ノ
怠
リ
タ
ル

　
由
貝
ヲ
冤
ル
・
コ
ト
ヲ
得
ス

（
八
百
二
十
八
條
）

第
八
百
七
十
五
條
生
存
中
ノ
贈
遣
ハ
贈
遣
ヲ
爲
ス
者
ノ
現
在
所

　
有
ス
ル
財
産
ノ
ミ
ニ
限
ル
可
ク
若
シ
其
贈
選
ノ
契
約
書
中
二

　
贈

　
爾
『
遺
者
ノ
將
來
所
有
ト
爲
ス
コ
ト
ア
ル
可
キ
財
差
ヲ
贈
遺
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
　
　
　
　
　
（
二
山
ハ
五
）



同第
九
百
四
十

四
繰

五第同
條九
　百
　四
　十

同第
九
百
四
十

六
條

七第同
條九
ハ百
剛四
ル十

舅
治
十
↓
年
民
法
草
案
の
｝
部

　
　
可
キ
旨
ヲ
記
シ
タ
ル
時
ハ
其
將
來
ノ
財
産
二
付
テ
ハ
其
贈
遣
ノ

　
　
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
二
卜
九
條
）

第
八
百
七
十
六
條
若
シ
贈
遣
ヲ
爲
ス
者
ノ
意
ノ
ミ
ニ
因
テ
施
行

　
　
シ
叉
ハ
施
行
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
可
キ
未
必
ノ
條
件
ヲ
定
メ
テ
生

　
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ハ
其
贈
遺
ノ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
三
十
條
）

第
八
百
七
十
七
條
　
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
ヲ
シ
テ
其
贈
遺

　
　
ノ
時
現
二
存
在
ス
ル
負
債
二
非
サ
ル
負
債
又
ハ
贈
遺
ノ
讃
書
及

　
　
ヒ
其
讃
書
二
附
加
ス
可
キ
目
録
二
記
セ
シ
負
債
二
非
サ
ル
負
債

　
　
ヲ
償
ハ
シ
ム
可
キ
ノ
定
メ
ヲ
以
テ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ハ
其
贈

　
遺
ノ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
三
十
一
條
）

　
第
八
百
七
十
八
條
　
生
存
中
ノ
購
遣
ヲ
爲
ス
者
其
贈
遺
ト
爲
シ
タ

　
　
ル
財
産
中
ノ
特
定
ノ
唱
部
又
ハ
贈
遣
ト
爲
シ
タ
ル
財
産
中
ノ
定

　
　
敷
ノ
金
額
ヲ
自
已
ノ
意
二
随
ヒ
自
由
二
爲
ス
可
キ
ノ
灌
ヲ
特
二

　
保
存
シ
置
キ
其
灌
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
ク
死
去
シ
タ
ル
時
ハ
如
何
ナ

　
　
ル
約
定
ア
ル
ヲ
間
ハ
ス
其
特
定
ノ
一
部
叉
ハ
其
定
敷
ノ
金
額
二

　
　
付
テ
ハ
其
贈
遺
ノ
敷
ナ
キ
モ
ノ
ト
爲
シ
購
遺
者
ノ
財
産
相
績
入

　
　
之
ヲ
相
綾
ス
可
シ

　
（
八
百
三
十
二
條
）

　
第
八
百
七
十
九
條
　
動
産
ノ
生
存
中
ノ
贈
遣
ヲ
爲
シ
未
タ
其
動
産

阻第
九
百
四
＋

八
條

九第同
鎌九
　百
　四
　十

條第同
　九
　百
　五
　十

同第
九
百
五
十

一
條

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
｝
　
（
二
大
六
）

　
ヲ
射
渡
サ
・
ル
時
ハ
其
動
産
ノ
許
贋
目
録
ヲ
記
シ
贈
遺
ヲ
爲
ス

　
者
及
ヒ
之
ヲ
受
ク
ル
者
又
ハ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
二
代
テ
其
贈
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
　
　
　
　
　
　
押

　
ヲ
承
諾
ス
ル
者
之
三
姓
名
ヲ
手
薯
画
國
印
画
遡
シ
其
許
儂
目

　
録
ノ
正
本
ヲ
贈
遺
ノ
讃
書
ノ
正
本
二
添
へ
藏
シ
置
ク
ニ
非
サ
レ

　
ハ
覚
公
贈
｝
遺
ノ
乱
叙
ナ
カ
ル
可
シ

（
八
百
三
十
三
條
）

第
八
百
八
十
條
　
動
産
又
ハ
不
動
産
ノ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
者

　
ハ
其
入
額
所
得
ノ
罐
ヲ
己
レ
ニ
保
存
シ
置
キ
又
ハ
他
人
ノ
爲
メ

　
保
存
シ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
八
百
三
十
四
條
）

第
八
百
八
十
一
條
　
動
産
ノ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
其
動
蓬
ノ

　
入
額
所
得
ノ
灌
ヲ
己
レ
ニ
保
存
シ
置
キ
タ
ル
時
ハ
贈
遺
ヲ
受
ク

　
ル
者
贈
潰
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ
入
額
所
得
ノ
灌
ノ
終
リ
シ
時
二
至

　
リ
現
存
ス
ル
動
産
二
付
テ
ハ
其
時
ノ
景
朕
ノ
儘
之
ヲ
受
取
リ
叉

　
現
存
セ
サ
ル
動
産
二
付
テ
ハ
嘗
テ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
二
記
シ

　
タ
ル
許
贋
目
録
二
從
ヒ
其
代
偵
ヲ
得
可
キ
コ
ト
ヲ
其
贈
遺
ヲ
爲

　
セ
シ
者
又
ハ
其
財
産
ノ
相
績
人
二
封
シ
求
ム
ル
ノ
樒
ア
リ

　
（
八
百
三
十
五
條
）

第
八
百
八
十
二
條
若
シ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
贈
遺
ヲ
爲

　
ス
者
ヨ
リ
先
キ
ニ
死
去
ス
ル
鰍
又
ハ
贈
遣
ヲ
受
グ
ル
者
及
ヒ
其

　
卑
属
親
ノ
共
二
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
ヨ
リ
先
キ
ニ
死
去
ス
ル
時
ハ
其



同第
九
百
五
＋

二
條

條第同
　百
　五
　十

四第同　　條第同
煉九　　　一千
　百　　　　項九
　五　　　　　十
　十　　　　　六

　
　
購
遣
者
其
贈
遣
シ
タ
ル
財
産
ヲ
取
戻
ス
可
キ
ノ
約
定
ハ
之
ヲ
爲

　
　
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
三
十
六
條
）

第
八
百
八
十
三
條
前
條
ノ
法
則
二
循
ヒ
一
旦
贈
遺
セ
シ
財
産
ヲ

　
　
取
戻
ス
可
キ
ノ
約
定
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ハ
贈
遺
ヲ
受
ケ
シ
者
ヨ
リ

　
　
其
贈
遣
ノ
不
動
産
所
有
権
ヲ
他
人
二
輔
移
シ
タ
ル
契
約
ヲ
取
消

　
　
シ
且
其
不
動
産
二
負
ハ
シ
メ
タ
ル
土
地
ノ
義
務
及
ヒ
書
入
質
ノ

　
　
　
　
　
　
セ
シ
メ
テ

　
義
務
ヲ
源
途
惇
一
其
賂
遣
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
不
動
産
ヲ
取
戻

　
　
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
　
第
三
戯
　
生
存
中
ノ
賂
遣
ヲ
取
消
ス
可
カ
ラ
サ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
通
則
外
ノ
法
則

　
（
八
百
三
十
七
條
）

第
八
百
八
十
四
條
　
生
存
中
ノ
贈
遺
ハ
賂
遣
ヲ
受
ク
ル
者
其
賂
遺

　
　
ヲ
受
ク
ル
ニ
付
キ
約
定
シ
タ
ル
義
務
ヲ
行
ハ
サ
ル
ニ
因
リ
又
ハ

　
　
恩
義
ヲ
忘
ル
・
二
因
リ
叉
ハ
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
其
賂
遺
ヲ
爲
シ
タ

　
　
ル
後
二
子
ノ
生
ル
・
二
因
リ
之
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
三
十
八
條
）

　
第
八
百
八
十
五
條
　
結
婚
ノ
間
夫
婦
互
二
爲
シ
又
ハ
一
方
ヨ
リ
一

　
　
方
二
爲
シ
タ
ル
生
存
中
ノ
贈
遣
ハ
之
ヲ
取
浦
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
三
十
九
條
）

第
八
百
八
十
六
條
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
ニ
付
キ
約

　
　
定
シ
タ
ル
義
務
ヲ
行
ハ
サ
ル
ニ
因
リ
其
贈
遣
ヲ
取
清
シ
タ
ル
時

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

五第同
像九
　百

五
十

同第
九
百
五
＋

六
條

　
ハ
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
其
贈
遣
ノ
不
動
産
所
有
灌
ヲ
他
人
二

　
聴
移
シ
タ
ル
契
約
ヲ
取
潰
シ
又
ハ
其
購
遺
ノ
不
動
産
二
付
キ
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
シ
メ
テ

　
ハ
シ
メ
タ
ル
土
地
ノ
義
務
又
ハ
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
蘇
除
一
引
［

　
其
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
不
動
養
ヲ
取
戻
シ
且
ツ
其
贈
遣
ヲ
爲

　
シ
タ
ル
者
ハ
贈
“
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
“
者
二
封
シ
テ
か
有
フ
コ
ト
ヲ
得
可

　
キ
権
利
ヲ
其
贈
遺
ノ
不
動
産
ノ
保
有
者
二
封
シ
テ
行
フ
コ
ト
ヲ

　
得
可
シ

　
（
八
百
四
十
條
）

第
八
百
八
十
七
條
生
存
中
ノ
贈
遣
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
恩
義

　
ヲ
忘
レ
タ
ル
ニ
因
リ
之
ヲ
取
滑
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
　
第
一
　
贈
遺
ヲ
受
ケ
シ
者
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ
生
命
ヲ

　
　
　
　
害
シ
叉
ハ
害
セ
ソ
ト
試
ミ
爲
シ
タ
ル
時

　
　
　
第
二
　
贈
牌
渇
ヲ
受
ケ
シ
者
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
二
封
シ
暴

　
　
　
行
ヲ
爲
シ
又
ハ
其
財
蓬
及
ヒ
榮
讐
二
至
重
ノ
害
ヲ
加
ヘ

　
　
　
　
タ
ル
時

　
　
　
第
三
　
贈
潰
ヲ
受
ケ
シ
者
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
二
養
料
ヲ

　
　
　
　
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
肯
セ
サ
ル
時

　
（
八
百
四
十
一
條
）

第
八
百
八
十
八
條
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
其
贈
遣
ヲ
受
ク

　
ル
ニ
付
キ
約
定
シ
タ
ル
義
務
ヲ
行
ハ
ス
又
ハ
恩
義
ヲ
忘
レ
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
（
二
六
七
）



同第
九
百
五
＋

七
條

八第同
條九
前百
項五
　十

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
時
ト
錐
モ
當
然
其
贈
遺
ヲ
取
浦
ス
可
カ
ラ
ス
其
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ

　
　
ル
者
ヨ
リ
之
ヲ
裁
到
所
二
訟
へ
其
審
判
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
必
要

　
　
ト
ス

　
（
八
百
四
十
二
條
）

第
八
百
八
十
九
條
恩
義
ヲ
忘
レ
タ
ル
ニ
因
リ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ

　
　
取
消
サ
ソ
ト
ス
ル
ノ
訟
ハ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
贈
遣
ヲ
受
ケ

　
　
タ
ル
者
ヨ
リ
害
ヲ
蒙
リ
タ
ル
ト
云
ヘ
ル
日
ヨ
リ
一
年
内
又
ハ
贈

　
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
行
フ
タ
ル
罪
犯
ヲ

　
　
知
リ
得
タ
ル
日
ヨ
リ
一
年
内
二
之
ヲ
爲
ス
可
シ
此
贈
遣
ノ
謹
書

　
　
ヲ
取
消
サ
ソ
ト
ス
ル
ノ
訟
ハ
賂
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ヨ
リ
贈
遺
ヲ

　
　
受
ケ
タ
ル
者
ノ
財
産
相
綾
人
二
封
シ
テ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
又
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ
財
産
相
績
人
ヨ
リ
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル

　
　
者
二
封
シ
テ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者

　
　
其
訟
ヲ
爲
シ
其
未
タ
審
到
ヲ
得
サ
ル
前
二
死
去
シ
タ
ル
時
又
ハ

　
　
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
訟
ヲ
爲
サ
ス
ト
錐
モ
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル

　
　
老
ノ
罪
犯
ヲ
行
フ
タ
ル
ヨ
リ
一
年
二
至
ラ
サ
ル
内
二
死
去
シ
タ

　
　
ル
時
ハ
其
聡
遣
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ
財
差
相
績
人
ヨ
リ
贈
遺
ヲ
受

　
　
ケ
タ
ル
者
二
封
シ
テ
其
訟
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
四
十
三
條
）

　
第
八
百
九
十
條
　
生
存
中
ノ
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
恩
義
ヲ
忘
レ

八第同

條九
二百
項五
　十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
　
（
二
六
八
）

　
タ
ル
ニ
因
リ
其
贈
遺
ヲ
取
消
シ
タ
ル
時
ハ
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
ノ
其
贈
選
ノ
不
動
産
所
有
櫻
ヲ
他
人
二
韓
移
シ
タ
ル
契
約
ヲ
取

　
消
シ
テ
其
購
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
不
動
涯
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得

　
ス
又
其
購
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
其
贈
遺
ノ
不
動
蓬
二
付
キ
負
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
シ
メ
テ

　
シ
メ
タ
ル
土
地
ノ
義
務
又
ハ
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
糠
除
一
図
一
其

　
贈
遣
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
不
動
産
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
　
（
八
百
二
十
三
條
）

　
然
レ
ト
モ
第
八
百
七
十
條
二
記
シ
タ
ル
法
則
二
循
ヒ
其
贈
遺
ノ

　
詮
書
又
ハ
承
諾
ノ
鐙
書
ヲ
書
入
質
官
署
ノ
簿
珊
二
登
記
シ
タ
ル

　
端
二
茸
⇔
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
覚
ハ
贈
霜
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
一
者
ノ
恩
義
ヲ

　
忘
レ
タ
ル
ニ
因
リ
其
贈
遣
取
消
ノ
裁
到
言
渡
ヲ
得
タ
ル
旨
ヲ
附

　
記
シ
タ
ル
後
二
覚
ハ
購
“
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
一
盾
ヨ
リ
置
ハ
贈
遺
ノ
不
動
ま
涯

所
有
権
ヲ
人
二
輔
移
シ
又
ハ
其
不
動
産
二
付
キ
土
地
ノ
義
務
又

　
ハ
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
負
ハ
シ
メ
タ
ル
時
ハ
其
贈
遣
ヲ
爲
シ
タ
ル

　
者
ノ
求
メ
ニ
因
リ
其
不
動
産
所
有
権
韓
移
ノ
契
約
ヲ
取
消
シ
叉

　
ハ
土
地
ノ
義
務
及
ヒ
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
源
除
ス
可
シ

　
（
八
百
四
十
四
條
）

第
八
百
九
十
一
條
　
前
條
ノ
第
一
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
其
贈
遣
取

　
消
ノ
訟
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ノ
不
動
産
ノ
偵
及
ヒ
其
訟
ノ
日
ヨ
リ
以

　
來
ノ
其
入
額
ヲ
其
贈
遣
ヲ
受
ヶ
タ
ル
者
ヨ
リ
其
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ



九第岡
條九
　百
　五
　十

條第同
　九
　百
　六
　十

一第同
條九
　百
　六
　十

二第同
條九
　百
　六
　十

　
ル
者
二
償
四
屈
ス
可
シ

　
（
八
百
四
十
五
條
）

第
八
百
九
十
二
條
婚
姻
ノ
爲
メ
ナ
シ
タ
ル
生
存
中
ノ
贈
遣
ハ
恩

　
義
ヲ
忘
レ
タ
ル
ニ
因
リ
之
ヲ
取
消
ス
可
カ
ラ
ス

　
（
八
百
四
十
六
條
）

第
八
百
九
十
三
條
　
子
及
ヒ
卑
厨
親
ナ
キ
者
ノ
爲
シ
タ
ル
生
存
中

　
　
ノ
贈
遣
ハ
其
贈
遺
ノ
財
産
ノ
贋
ト
其
贈
遺
ノ
名
義
ト
ノ
如
何
ナ

　
ル
ヲ
問
ハ
ス
叉
其
贈
遺
ヲ
相
互
二
爲
シ
又
ハ
酬
謝
ノ
タ
メ
之
ヲ

　
爲
シ
叉
ハ
婚
姻
ノ
タ
メ
之
ヲ
爲
シ
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
其
贈
遺
ヲ
爲

　
　
シ
タ
ル
者
ノ
生
存
中
又
ハ
其
死
後
二
適
法
ノ
子
ノ
生
レ
シ
時
又

　
　
ハ
其
賂
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
後
二
生
レ
シ
不
適
法
ノ
子
ヲ
婚
姻
二
因

　
テ
適
法
ノ
子
ト
爲
シ
タ
ル
時
ハ
別
二
裁
到
所
二
訟
ヘ
ス
シ
テ
當

　
然
之
ヲ
取
消
ス
可
シ

　
（
八
百
四
十
七
條
）

第
八
百
九
十
四
條
生
存
中
ノ
賂
遺
ヲ
爲
ス
時
其
子
既
二
母
ノ
胎

　
　
内
ニ
ア
リ
シ
時
ト
錐
モ
其
子
ノ
生
レ
タ
ル
ニ
因
リ
亦
前
條
二
記

　
　
ス
ル
所
ノ
如
ク
其
贈
遺
ヲ
取
滑
ス
可
シ

　
（
八
百
四
十
八
條
）

　第八

百
九
十
五
條
　
若
シ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
三
子
ノ

　
生
レ
シ
後
二
至
リ
受
贈
者
其
贈
遺
ノ
財
産
ノ
保
有
ヲ
得
叉
ハ
其

　
　
財
産
ノ
保
有
ヲ
縫
練
シ
タ
ル
時
ト
錐
モ
亦
其
贈
遺
ノ
敷
ナ
カ
ル

　
　
可
シ
但
シ
此
場
合
二
於
テ
ハ
贈
遺
ヲ
受
ゲ
シ
者
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

三第同
條九
　百
　六
　十

同第
九
百
六
十

日
條

　
ル
者
ノ
子
ノ
生
レ
タ
ル
事
又
ハ
其
不
適
法
ノ
子
ヲ
婚
姻
二
因
テ

　
適
法
ノ
子
ト
爲
シ
タ
ル
事
ノ
公
正
ノ
報
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ

　
後
二
其
贈
遺
ノ
財
蔑
ヨ
リ
得
タ
ル
利
釜
ヲ
返
還
ス
可
シ
叉
其
贈

　
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
其
公
正
ノ
報
告
ヲ
得
タ
ル
後
二
其
贈
遺
ノ
財

　
産
取
戻
ノ
訟
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ト
錐
モ
亦
其
報
告
ノ
後
二
其
贈
遺

　
ノ
財
産
ヨ
リ
得
タ
ル
利
釜
ヲ
返
還
ス
可
シ

（
八
百
四
十
九
條
）

第
八
百
九
十
六
條
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
二
子
ノ
生
レ
タ
ル
ニ
因

　
リ
生
存
中
ノ
贈
遺
ノ
敷
ヲ
失
フ
タ
ル
時
ハ
其
贈
遺
ヲ
受
ヶ
タ
ル

　
者
ノ
其
賂
遣
ノ
不
動
産
所
有
樒
ヲ
他
人
二
輔
移
シ
タ
ル
契
約
ヲ

　
取
消
シ
又
ハ
其
賂
遺
ヲ
受
ケ
シ
者
ノ
其
贈
遺
ノ
不
動
塵
二
付

　
キ
負
ハ
シ
メ
タ
ル
土
地
ノ
義
務
又
ハ
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
源
除

　
セ
シ
メ
テ

　
薗
圖
［
其
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
渚
其
不
動
産
ヲ
取
戻
ス
可
シ

　（八百

五
十
條
）

第
八
百
九
十
七
條
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
二
子
ノ
生
レ
タ
ル
ニ
因

　
リ
生
存
中
ノ
贈
遺
ノ
敷
ヲ
失
フ
タ
ル
時
ハ
後
二
其
贈
遺
ヲ
爲
シ

　
タ
ル
者
ノ
子
ノ
死
去
シ
又
ハ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
別
段
贈
遺
ヲ

　
確
定
ス
可
キ
誰
書
ヲ
記
シ
タ
ル
ト
錐
モ
其
贈
遺
ノ
敷
ヲ
生
セ
シ

　
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
可
シ
但
シ
其
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
其
贈
遺
ノ

　
一
旦
其
敷
ヲ
失
フ
タ
ル
ニ
關
セ
ス
猶
其
財
産
ノ
贈
與
セ
ソ
ト
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
　
　
（
二
六
九
）



五第同
條九
　百
　六
　十

同第
九
百
六
十

六
條

七第同
條九
ハ百
削六
ル十

新
タ
ニ
緯
入

八第同
條九

百

十

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
ス
ル
時
ハ
其
子
ノ
生
死
ヲ
問
ハ
ス
更
二
改
メ
テ
其
財
蓬
ノ
贈
遺

　
　
ヲ
爲
ス
ヲ
必
要
ト
ス

　
（
八
百
五
十
一
條
）

　
第
八
百
九
十
八
條
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
縦
令
後
二
子
ノ
生

　
　
ル
・
コ
ト
ア
リ
ト
錐
モ
其
贈
遺
ヲ
取
消
サ
・
ル
可
キ
ノ
約
定
ハ

　
　
全
ク
寛
ハ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
五
十
二
條
）

　
第
八
百
九
十
九
條
　
賂
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ
其
財
産
相
績
人
又

　
　
ハ
其
代
灌
人
又
ハ
其
贈
遺
ヲ
受
ケ
シ
者
ヨ
リ
更
二
其
贈
遺
ノ
財

　
　
産
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
其
財
産
ヲ
三
十
年
間
保
有
シ
タ
ル
後
二
非
サ

　
　
レ
ハ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
二
子
ノ
生
レ
タ
ル
カ
爲
メ
其
贈
遼
ノ

　
　
敷
ヲ
失
フ
タ
ル
財
産
二
付
キ
期
瀾
所
得
ヲ
得
可
カ
ラ
ス
但
シ
其

　
　
三
十
年
ノ
期
限
ハ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
二
子
ノ
生
レ
タ
ル
日
ヨ

　
　
リ
之
ヲ
算
計
ス
可
シ

　
　
　
第
五
章
遺
囑
ノ
贈
遺

　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
　
第
二
圖
　
遺
囑
贈
遺
ノ
法
式
二
付
テ
ノ
総
則

　
（
八
百
五
十
三
條
）

　
第
九
百
條
　
凡
ソ
遺
囑
ノ
購
遺
ヲ
爲
ス
ニ
ハ
其
謹
書
ア
ル
コ
ト
ヲ

　
　
必
要
ト
ス

　
（
八
百
五
十
四
條
）

　
第
九
百
一
條
二
人
以
上
ニ
テ
他
人
ノ
爲
メ
一
通
ノ
謹
書
ヲ
以
テ

　
　
遺
鰯
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
可
カ
ラ
ス
又
二
人
以
上
ニ
テ
相
互
二
贈
遺

同第
九
百
六
十

九
條

同第
九
百
七
十

條同第
九
百
七
十

一
條

二第同
慷九
　百
　七
　十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
二
七
〇
）

　
ヲ
爲
ス
ノ
名
義
ヲ
用
ヒ
一
通
ノ
謹
書
ヲ
以
テ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
爲

　
ス
可
カ
ラ
ス

（
八
百
五
十
五
條
）

第
九
百
二
條
遺
囑
ノ
贈
遺
ハ
遺
囑
者
自
筆
ノ
謹
書
又
ハ
公
正
ノ

　
誰
書
叉
ハ
秘
密
ノ
護
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
八
百
五
十
六
條
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
ヒ

第
九
百
三
條
　
遺
囑
者
自
筆
ノ
鐙
書
ハ
其
遺
囑
者
其
全
文
※
其
年

　
　
　
＃
手
記
シ
テ
自
署
押
印
ス
ル

　
月
旦
並
二
自
己
ノ
姓
名
ヲ
手
記
シ
テ
印
ヲ
押
ス
τ
非
サ
レ
ハ

　
其
敷
ナ
カ
ル
可
シ
但
シ
其
他
ノ
法
式
ハ
之
ヲ
行
フ
ニ
及
ハ
ス

鰍麓

畿
條
釜
ノ
遺
罐
遺
ノ
馨
藷
杢
人
面
晶
剛
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

　
テ
公
謹
人
二
人
之
ヲ
鐙
シ
叉
ハ
談
人
四
人
ノ
面
前
ニ
テ
公
藤
一

　
人
一
人
之
ヲ
謹
ス
可
シ

（
八
百
五
十
八
條
）

第
九
百
五
條
　
公
謹
人
二
人
ニ
テ
公
正
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
謹
書
ヲ
詮

　
ス
ル
時
ハ
遺
囑
者
其
公
讃
人
二
人
二
遺
囑
贈
遺
ノ
文
ヲ
ロ
授
シ

　
　
設

　
公
献
天
中
ノ
一
入
其
口
授
ノ
如
ク
之
ヲ
筆
記
ス
可
シ

　
公
詮
人
一
人
ノ
ミ
ナ
ル
時
モ
亦
其
遺
囑
者
遺
囑
賂
遺
ノ
文
ヲ
ロ

　
　
　
　
　
　
鐙

　
授
シ
テ
其
公
麟
人
之
ヲ
筆
記
ス
可
シ
此
二
箇
中
何
レ
ノ
場
合

　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
二
於
テ
モ
公
訟
人
ノ
記
シ
タ
ル
遺
囑
贈
遺
ノ
誰
書
ヲ
讃
人
ノ
面

　
前
ニ
テ
其
遺
囑
者
二
讃
ミ
聞
カ
ス
可
シ

　
此
等
ノ
諸
件
ヲ
行
ヒ
シ
事
ハ
別
段
其
讃
書
中
二
附
記
ス
可
シ



同第
九
百
七
十

三
燥

同第
九
百
七
十

四
條

ロ畿
百
七
＋

同第
九
百
七
十

六
條

　
　
此
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ハ
公
調
人
之
ヲ
預
リ
置
ク
可
シ

　
　
（
八
百
五
十
九
條
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
二
自
署
押

　
第
九
百
六
條
　
公
正
ノ
遺
鰯
贈
遺
ノ
鐙
書
ハ
遺
囑
者
『
巳
麹

　
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自

　
　
各
ヲ
手
署
シ
テ
印
刻
遡
ス
可
シ
若
シ
遺
囑
者
藺
摩
｝
署
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ

　
　
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
旨
ヲ
申
述
ス
ル
時
ハ
其
申
述
ス
ル
所
ト
嗣
一

　
　
署
ス
ル
コ
上
図
能
ハ
サ
ル
原
由
ト
ヲ
其
謹
書
中
二
附
記
ス
可

　
　
シ

　
　
（
八
百
六
十
條
）

　
第
九
百
七
條
公
正
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ノ
讃
人
ハ
其
謹
書
二

　
　
　
　
自
　
署
　
押
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自

　
　
一
姓
名
ヲ
響
ゾ
印
刻
腿
ス
可
ク
若
シ
其
讃
人
中
三
閣
団

　
　
署
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ア
ル
時
ハ
公
讃
人
其
旨
ヲ
附
記
ス
可

　
　
シ

　
　
（
八
百
六
十
一
條
）

　
第
九
百
八
條
凡
ソ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
叉
ハ
其
者
ノ
第
四

　
　
級
二
至
ル
迄
ノ
血
属
及
ヒ
姻
馬
ノ
親
又
ハ
其
配
偶
者
又
ハ
其
謹

　
　
書
ヲ
記
ス
ル
公
謹
人
ノ
書
記
ハ
公
正
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
謹
書
ノ
謹

　
　
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
（
八
百
六
十
二
條
）

　
第
九
百
九
條
遺
囑
者
秘
密
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ヲ
作
ル
時
ハ
自

　
　
カ
ラ
其
謹
書
ヲ
託
シ
タ
ル
ト
他
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
記
セ
シ
メ
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
　
署
押
　
印

　
　
ト
ヲ
間
ハ
ス
遺
囑
者
其
護
書
二
画
己
ノ
姓
名
ヲ
手
署
シ
印
ヲ

　
　
囲
ス
可
シ

朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

同第
九
百
七
十

七
條

其
遺
囑
贈
遺
ソ
讃
書
ヲ
記
シ
タ
ル
紙
又
封
紙
ヲ
用
ヒ
シ
時
ハ
其

封
紙
二
封
印
ヲ
爲
ス
可
シ

遺
囑
者
ハ
其
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
二
封
印
ヲ
爲
シ
タ
ル
後
公
謹
人

一
人
ト
讃
人
四
人
以
上
ト
ノ
面
前
二
之
ヲ
出
シ
又
ハ
其
公
讃
人

　
　
　
四
人

ト
讃
人
※
以
上
ト
ノ
面
前
ニ
テ
其
遺
囑
謹
書
二
封
印
ヲ
爲
シ
タ

ル
上
其
書
二
記
ス
ル
所
ハ
圓
文
ト
姓
名
ト
図
手
記
画
テ
印
ヲ

囲
シ
タ
ル
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
タ
ル
事
又
ハ
他
人
ヲ
シ
テ
面
國

圖
一
記
セ
シ
メ
画
力
引
其
姓
名
ヲ
手
署
シ
テ
印
ヲ
押
シ
一
タ
ル
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設

囑
贈
遺
ノ
謹
書
タ
ル
事
ヲ
申
述
ス
可
シ
然
ル
時
公
顧
｝
入
ハ
其

申
述
ノ
旨
ヲ
其
謹
書
ノ
紙
又
ハ
封
紙
阿
国
二
記
シ
其
公
謹
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
二
自
署
押
印

　
及
ヒ
遺
鰯
者
並
二
各
謹
人
皆
爾
名
ヲ
其
上
ハ
書
二
手
署
シ
テ

印
ヲ
囲
ス
可
シ

鉱離

薦
條
ザ
鑑
糞
秘
憲
遺
ノ
馨
ヲ
他
く
一
記
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
シ
メ
シ
時
其
姓
名
ヲ
函
薯
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
前

　
條
二
記
シ
タ
ル
讃
人
ノ
外
更
二
讃
人
一
人
ヲ
呼
ヒ
其
鐙
人
他
ノ

　
　
　
　
　
　
　
麗
　
　
　
　
　
　
　
自
署
押
印

　
謹
人
ト
共
二
基
墾
書
ノ
上
ハ
書
土
姓
名
ヲ
手
劉
印
ヲ
遡
ス

　
可
シ
但
シ
此
場
合
二
於
テ
ハ
別
段
其
鐙
人
ヲ
呼
ヒ
シ
原
由
ヲ
其

　
上
ハ
書
二
附
記
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
二
七
一
）



八第同

慷九
　百
　七
　十

同第
九
百
七
十

九
慷

同第
九
百
八
十

條

，
朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

鰍離

鉾
曜
峯
ヲ
讃
ミ
及
善
客
ト
能
ハ
サ
ル
養
自

　
　
筆
ノ
出
還
囑
“
謄
斑
魅
ノ
讃
虫
口
又
ハ
秘
密
ノ
遺
囑
贈
噛
底
ノ
“
誼
童
日
ヲ
以
テ

　
　
遺
嘱
…
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
（
八
百
六
十
五
條
）

　
第
九
百
十
二
條
遺
囑
者
言
語
ヲ
稜
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
シ
テ
文
字

　
　
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
キ
時
ハ
自
筆
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
誰
書
又
ハ

　
　
秘
密
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
謹
書
ヲ
以
テ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ

　
　
得
可
シ

　
　
其
遺
囑
者
秘
密
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ヲ
記
ス
ル
時
ハ
其
遺
囑
謹

　
　
　
　
　
　
　
及
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
手
記
シ
自
署
押
印

　
　
書
ノ
全
客
馴
記
シ
型
年
月
旦
及
ヒ
娯
各
馴
記
図
印
ヲ
囲

　
　
シ
テ
其
遺
囑
讃
書
ヲ
公
護
人
及
ヒ
謹
人
ノ
面
前
二
出
シ
其
謹
書

　
　
ハ
自
己
ノ
遺
囑
謹
書
タ
ル
旨
ヲ
公
詮
人
並
二
讃
入
ノ
面
前
ニ
テ

　
　
其
読
書
叉
ハ
其
封
越
国
一
二
記
シ
其
後
公
謹
人
ハ
自
己
ト
詮

　
　
人
ト
ノ
面
前
ニ
テ
遺
囑
者
右
ノ
事
ヲ
記
シ
タ
ル
旨
ヲ
更
二
其
謹

　
　
書
ノ
紙
又
ハ
其
封
墾
園
一
二
記
シ
遺
囑
者
公
鐙
人
謹
人
共
二

　
　
　
　
之
　
二
　
臼
　
署
　
押
　
印

　
　
一
其
上
ハ
麟
馴
署
シ
印
ヲ
押
ヌ
可
シ

　
　
（
八
百
六
十
六
條
）

　
第
九
百
十
三
條
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ヲ
記
ス
ル
時
其
席
二
立
會
フ

　
　
可
キ
謹
人
ハ
民
椹
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
日
本
人
ニ
シ
テ
丁
年

　
　
ノ
男
二
限
ル
可
シ

一第同
條九
　百
　八
　十

二第同
條九
　百
　八
　十

三第同
條九
　百
　八
　十

四第同
煉九
　百
　八
　十

六
八

（
二
七
二
）

　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
　
　
　
第
三
置
別
段
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
法
式
二
付
テ
ノ
法

　
　
　
　
　
　
　
則

　（八百

六
十
ヒ
條
）

第
九
百
十
四
條
　
軍
人
ハ
軍
中
ニ
テ
使
用
セ
ラ
ル
・
者
ノ
遣
囑
贈

　
遺
ノ
謹
書
ハ
如
何
ナ
ル
國
二
於
テ
之
ヲ
記
ス
ル
ト
錐
モ
大
隊
長

　
又
ハ
其
他
ノ
上
等
士
官
謹
入
二
人
ノ
面
前
ニ
テ
之
ヲ
公
讃
ス
可

　
シ

　
（
八
百
六
十
八
條
）

第
九
百
十
五
條
若
シ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
病
二
罹
リ
叉
ハ
創

　
傷
ヲ
被
リ
テ
兵
病
院
ニ
ア
ル
時
ハ
其
病
院
管
理
官
ノ
立
會
ニ
テ

　
軍
観
酉
茸
ハ
遺
囑
鐙
童
目
ヲ
公
鐙
ス
可
シ

　
（
八
百
六
十
九
條
）

第
九
百
十
六
條
前
二
條
ノ
法
則
ハ
日
本
領
地
外
二
叢
遣
シ
タ
ル

　
兵
除
中
叉
ハ
領
地
外
ノ
屯
管
及
ヒ
城
塞
中
ニ
ア
ル
者
二
之
ヲ
適

　
用
ス
可
ク
日
本
領
地
内
ノ
屯
管
及
ヒ
城
塞
中
昌
ア
ル
者
二
付
テ

　
ハ
其
所
在
ノ
屯
螢
及
ヒ
城
塞
敵
兵
ノ
攻
園
ヲ
受
ゲ
又
ハ
其
所
在

　
ノ
地
職
闘
ノ
爲
メ
内
外
ノ
往
來
通
セ
サ
ル
時
ノ
外
此
法
則
ヲ
適

　
用
ス
可
カ
ラ
ス

　
（
八
百
七
十
條
）
　
　
（
八
百
六
十
七
條
）
　
　
及
ヒ
　
（
八
百
六
十
八
條
）

第
九
百
十
七
條
　
第
九
百
十
四
條
※
第
九
百
十
五
條
ノ
法
則
二
循

　
ヒ
記
シ
タ
ル
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ハ
其
遺
囑
者
通
常
ノ
法
則
二
循

　
ヒ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
地
二
蹄
來
シ
タ
ル
日
ヨ



同第
九
百
八
十

五
條

六第同
條九一
　百
　八
　十

七第同
條九

百
　八

十

同第
九
百
八
十

八
條

　
　
リ
浦
六
月
ノ
後
二
至
リ
其
敷
ヲ
失
フ
可
シ

　
（
八
百
七
十
一
條
）

　
第
九
百
十
八
條
時
疫
及
ヒ
傳
染
病
ノ
爲
メ
外
地
ト
全
ク
往
來
ス

　
　
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
地
二
於
テ
記
ス
ル
遺
囑
贈
遺
ノ
謹
書
ハ
讃
人

　
　
二
人
ノ
立
會
ニ
テ
治
安
裁
到
官
又
ハ
其
邑
ノ
官
吏
一
人
之
ヲ
公

　
　
謹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
七
十
二
條
）

　
第
九
百
十
九
條
前
條
ノ
法
則
ハ
現
二
其
病
二
罹
リ
シ
者
又
ハ
現

　
　
二
其
病
二
罹
ラ
ス
ト
錐
モ
其
病
ノ
傳
染
シ
タ
ル
地
ニ
ア
ル
者
ノ

　
　
　
　
　
　
適
用
ス

　
　
爲
メ
之
ユ
通
劃
用
図
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
（
八
百
七
十
三
條
V
　
（
八
百
七
十
一
條
）

　
第
九
百
二
十
條
第
九
百
十
八
條
二
記
ス
ル
遺
囑
賂
遺
ノ
謹
書
ハ

　
　
其
遣
囑
者
所
在
ノ
地
ノ
外
地
ト
往
來
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
ニ

　
　
至
リ
シ
日
ヨ
リ
浦
六
月
ノ
後
又
ハ
其
遺
囑
者
自
由
二
往
來
ヲ
爲

　
　
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
地
二
移
輕
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
浦
六
月
ノ
後
二
至

　
　
リ
其
敷
ヲ
失
フ
可
シ

　
（
八
百
七
十
四
條
）

　
第
九
百
二
十
】
條
航
海
中
二
記
ス
ル
遺
囑
贈
遺
ノ
謹
書
ハ
之
ヲ

　
　
　
詔

　
　
公
顧
ヌ
ル
方
法
左
ノ
如
シ

　
　
兵
船
叉
ハ
其
他
ノ
官
般
二
於
テ
ハ
其
船
ノ
指
揮
官
若
シ
指
揮
官

　
　
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
其
家
官
其
船
ノ
庶
務
ヲ
管
理
ス
ル
官
吏
又
ハ
之

　
　
二
代
ル
可
ギ
者
ト
共
二
其
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ヲ
公
謹
ス
可
シ

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

同第
九
百
八
十

九
條

同第
九
百
九
十

條一第同
條九
　百
　九
　十

二第同
條九
　百
　九
　十

商
般
二
於
テ
ハ
其
船
ノ
書
記
役
又
ハ
之
二
代
ル
可
キ
者
其
船
長

　
若
シ
船
長
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
之
二
代
ル
可
キ
者
ト
共
二
其
遺
囑
贈

　
遺
ノ
謹
童
日
ヲ
公
讃
ス
可
シ

　
此
條
中
二
記
シ
タ
ル
何
レ
ノ
場
合
二
於
テ
モ
謹
人
二
人
ノ
面
前

　
二
於
テ
其
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ヲ
公
謹
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス

（
八
百
七
十
五
慷
）

第
九
百
二
十
二
條
　
兵
船
叉
ハ
其
他
ノ
官
船
ノ
指
揮
官
及
ヒ
其
船

　
ノ
庶
務
ヲ
管
理
ス
ル
官
吏
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
又
ハ
商
般
ノ
船

　
長
及
ヒ
其
般
ノ
書
記
役
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ハ
其
次
席
ノ
者
之

　
ヲ
記
ス
可
シ
但
シ
其
他
ノ
諸
件
ハ
前
條
ノ
法
則
二
循
フ
可
シ

　
（
八
百
七
十
六
條
）

第
九
百
二
十
三
條
前
二
條
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ハ
之
ヲ
ニ
通
二

　
記
ス
可
シ

　
（
八
百
七
十
七
條
）
　
　
　
（
八
百
七
十
四
條
）
　
　
　
（
八
百
七
十
五
條
）

第
九
百
二
十
四
條
第
九
百
二
十
一
條
及
ヒ
第
九
百
二
十
二
條
二

　
記
セ
シ
官
船
又
ハ
商
般
ノ
日
本
領
事
ノ
在
留
ス
ル
外
國
港
二

　
（
ま
ま
）

　
著
ス
ル
時
ハ
其
遣
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ヲ
公
謹
セ
シ
者
其
讃
書
一
通

　
二
封
印
ヲ
爲
シ
タ
ル
上
ニ
テ
之
ヲ
領
事
二
渡
シ
領
事
ヨ
リ
之
ヲ

　
外
務
省
二
邊
リ
外
務
省
ヨ
リ
其
遺
囑
渚
佳
所
ノ
地
ノ
治
安
裁
到

　
所
二
邊
リ
其
裁
到
所
ノ
書
記
局
二
之
ヲ
藏
ス
可
シ

籔
聾
遊
條
其
船
ノ
呆
二
緊
多
ル
時
ハ
蓋
罐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
二
七
三
）



新
タ
ニ
編
入

三第同
條九
　百
　九
　十

同第
九
百
九
＋

四
條

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
遺
ノ
護
書
二
通
二
封
印
ヲ
爲
シ
若
シ
又
前
條
二
記
ス
ル
如
ク
航

　
　
海
中
既
二
其
一
通
ヲ
領
事
二
渡
シ
タ
ル
時
ハ
他
ノ
一
通
二
封
印

　
　
ヲ
爲
シ
タ
ル
上
之
ヲ
其
他
ノ
府
縣
聴
二
納
メ
其
府
縣
聴
ヨ
リ
其

　
　
遺
囑
者
住
所
ノ
地
ノ
治
安
裁
到
所
二
邊
リ
其
裁
判
所
ノ
書
記
局

　
　
二
之
ヲ
藏
ス
可
シ

　
（
八
百
七
十
九
條
）

　
第
九
百
二
十
六
條
　
遺
囑
者
住
所
ノ
地
ノ
治
安
裁
到
所
ノ
書
記
官

　
　
ハ
其
遺
囑
ノ
鐙
書
ヲ
預
リ
タ
ル
旨
ヲ
身
分
取
扱
役
二
報
告
シ
其

　
　
身
分
取
扱
役
其
遺
囑
者
ノ
死
去
ノ
申
述
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
之
ヲ

　
　
其
治
安
裁
到
所
ノ
書
記
官
二
報
告
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
百
九
十
一
條
）

　
　
其
治
安
裁
到
所
ノ
書
記
官
ハ
第
九
百
三
十
八
條
二
記
シ
タ
ル
如

　
　
ク
初
審
裁
到
所
長
ノ
面
前
二
於
テ
其
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
ヲ
開
封

　
　
ス
可
シ

　
（
八
百
八
十
條
）

　
第
九
百
二
十
七
條
其
船
ノ
乗
組
人
姓
名
簿
ノ
中
其
遺
囑
者
ノ
姓

　
　
名
ヲ
記
シ
タ
ル
端
二
領
事
叉
ハ
府
縣
廉
二
其
遣
囑
贈
遣
ノ
謹
書

　
　
ヲ
邊
リ
タ
ル
旨
ヲ
附
記
ス
可
シ

　
（
八
百
八
十
一
條
）

　
第
九
百
二
十
八
條
航
海
中
ト
錐
モ
日
本
官
吏
ノ
在
留
ス
ル
外
國

　
　
ノ
領
地
又
ハ
日
本
ノ
領
地
二
着
船
シ
タ
ル
時
遺
囑
贈
遣
ノ
誰
書

　
　
ヲ
記
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
其
遺
囑
贈
遣
ノ
讃
書
ヲ
海
上
ニ
テ
記
シ
タ

同第
九
百
九
十

五
條
ハ
削
ル

同第
九
百
九
十

六
條

同第
九
百
九
十

七
條

同第
九
百
九
十

八
條

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
二
七
四
）

　
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
可
カ
ラ
ス
此
場
合
二
於
テ
ハ
日
本
官
吏
ノ
面

　
前
二
於
テ
通
常
ノ
法
式
二
循
ヒ
其
遣
囑
贈
遺
ノ
謹
書
ヲ
記
セ
サ

　
レ
ハ
其
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
八
十
二
條
）
　
　
　
（
八
百
七
十
四
條
）

第
九
百
二
十
九
條
第
九
百
二
十
一
條
ノ
法
則
ヲ
用
ヒ
海
上
ニ
テ

　
記
シ
タ
ル
遣
囑
贈
遺
ノ
鐙
書
ハ
其
選
囑
者
海
上
ニ
テ
死
去
シ
タ

　
ル
時
又
ハ
通
常
ノ
法
則
ヲ
用
ヒ
之
ヲ
改
メ
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可

　
キ
地
二
上
陸
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
六
月
内
二
死
去
シ
タ
ル
時
ノ
外
其

　
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
（
八
百
八
十
三
條
）

第
九
百
三
十
條
海
上
ニ
テ
遺
囑
贈
遺
ノ
謹
書
ヲ
記
ス
ル
時
ハ
官

　
船
ノ
士
官
又
ハ
商
船
ノ
役
員
ノ
爲
メ
贈
遺
ヲ
爲
ス
可
カ
ラ
ス
但

　
シ
其
士
官
又
ハ
役
員
ノ
其
贈
遣
者
ノ
親
族
タ
ル
時
ハ
此
限
二
非

　
ス

　
（
八
百
八
十
四
條
）
　
　
　
　
第
二
節

第
九
百
三
十
一
條
　
此
一
麟
一
中
ノ
敷
條
二
記
ス
ル
遺
囑
贈
遣
ノ
謹

　
書
ハ
其
遺
囑
者
ト
其
謹
書
ヲ
公
讃
シ
タ
ル
者
ト
其
讃
人
ト
皆

　
　
　
之
二
自
署
押
印

　
一
其
姓
名
ヲ
手
署
シ
印
ヲ
押
ヌ
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
若
シ
遺
囑
者
又
ハ
誰
人
面
ハ
姓
洛
ヲ
手
薯
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヨ

　
旨
ヲ
申
述
ス
ル
時
ハ
其
申
述
ス
ル
所
ト
其
国
一
署
ス
ル
コ
ト

　
能
ハ

　
画
圃
サ
ル
原
由
ト
ヲ
附
記
ス
可
シ



九第同
條九
　百
　九
　十

第同　ル干第同
干　　　　一一
二　　　條干
條　　　ハ條
　　　　創第

同第
千
三
條

同第
千
四
條

　
（
八
百
八
十
五
條
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫛

第
九
百
三
十
二
條
　
外
國
。
二
在
ル
日
本
人
ハ
此
章
ノ
第
一
｝
駄
一
二

　
記
ス
ル
法
則
二
循
ヒ
自
筆
ノ
謹
書
ヲ
以
テ
遺
囑
ノ
贈
逡
ヲ
爲
シ

　
　
　
　
　
節

　
　
叉
ハ
旦
噺
τ
記
ス
ル
法
則
二
循
ヒ
日
本
領
事
館
ノ
書
記
官
ノ

　
｝
圓
軸
剛
二
於
テ
公
正
ノ
謹
蛾
目
又
ハ
翻
脱
密
ノ
謹
童
臼
ヲ
N
杁
テ
｝
遺
囑
ノ
購
｝

　
遺
ヲ
爲
シ
又
ハ
其
外
國
ニ
テ
用
フ
ル
所
ノ
法
則
二
循
翠
記
シ
タ

　
　
ル
公
正
ノ
謹
書
ヲ
以
テ
遺
鰯
ノ
贈
遺
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
　
第
三
腿
　
遣
囑
贈
遣
ノ
種
類

　
（
八
百
八
十
六
條
）

第
九
百
三
十
三
條
遺
囑
者
ハ
其
遣
留
財
産
ノ
全
部
ヲ
贈
遣
ト
爲

　
　
シ
又
ハ
其
遺
留
財
産
中
ノ
不
特
定
ノ
一
部
ヲ
贈
遣
ト
爲
シ
又
ハ

　
　
其
遣
留
財
産
中
ノ
特
定
ノ
一
部
ヲ
贈
遺
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
　
第
皿
塑
　
遣
留
財
産
全
部
ノ
遺
囑
ノ
賂
遣

　
（
八
百
八
十
七
條
）

　
第
九
百
三
十
四
條
　
遺
留
財
涯
全
部
ノ
潰
囑
贈
遣
ト
ハ
遣
囑
者
ノ

　
　
死
去
ス
ル
時
其
遺
留
ス
ル
財
産
ノ
全
部
ヲ
人
二
贈
與
ス
ル
逡
囑

　
　
ノ
贈
遺
ヲ
云
フ

　
（
八
百
八
十
八
條
）

　
第
九
百
三
十
五
條
遺
囑
者
死
去
ノ
時
法
律
上
ニ
テ
其
貯
留
財
壼

　
　
ヲ
得
可
キ
ノ
灌
ア
ル
相
綾
人
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
其
相
績
人
潰
囑
者

　
　
ノ
死
去
二
因
リ
其
遣
留
財
産
ノ
全
部
ヲ
牧
受
シ
遺
囑
者
ノ
遺
留

　
　
財
産
ノ
全
部
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
着
ハ
其
相
綾
人
二
封
シ
遺
囑
贈

朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

同第
千
五
條

同第
千
六
條

同第
千
七
條

　
遺
ノ
財
蓬
ノ
引
渡
ヲ
得
ン
ト
求
ム
可
シ

　
（
八
百
八
十
九
條
）

第
九
百
三
十
六
條
　
前
條
ノ
場
合
二
於
テ
遣
留
財
蓬
全
部
ノ
遣
囑

　
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
遺
囑
者
ノ
死
去
セ
シ
日
ヨ
リ
一
年
内
二
相
績

　
人
二
封
シ
其
財
産
ノ
引
渡
ヲ
得
ソ
干
求
メ
タ
ル
時
ハ
遺
囑
者
死

　
去
ノ
日
薯
り
以
來
ノ
其
財
産
ノ
利
釜
ヲ
所
得
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
可
ク
若
シ
然
ラ
サ
レ
ハ
其
引
渡
ヲ
求
メ
タ
ル
日
又
ハ
其
相
綾
人

　
其
財
産
ヲ
其
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
二
引
渡
サ
ン
ト
申
述
シ
タ
ル
目

　
ヨ
リ
以
來
ノ
利
釜
ヲ
所
得
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
八
百
九
十
條
）

第
九
百
三
十
七
條
法
律
上
ニ
テ
貯
留
財
産
ヲ
得
可
キ
ノ
権
ア
ル

　
財
産
相
綾
人
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
公
正
ノ
逡
鰯
贈
遣
ノ
鐙
書
二
嫁
リ

　
其
遣
留
財
産
全
部
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
遺
囑
者
ノ
死
去
二
因
リ

　
即
時
二
其
財
産
ヲ
牧
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
ク
別
段
其
引
渡
ヲ
求

　
ム
ル
ニ
及
ハ
ス

　（八百

九
十
一
條
）

第
九
百
三
十
八
條
　
遺
囑
者
自
筆
ノ
遺
囑
贈
遣
ノ
鐙
書
ハ
其
財
産

　
相
績
ヲ
爲
ス
地
ヲ
管
轄
ス
ル
初
審
裁
到
所
ノ
上
席
人
二
之
ヲ
差

　
出
シ
其
購
遣
ノ
鐙
書
二
封
印
ア
ラ
ハ
其
上
席
人
之
ヲ
開
封
ス
可

　
シ

　
其
上
席
み
ハ
其
謹
書
ヲ
差
出
シ
タ
ル
事
及
ヒ
之
ヲ
開
封
シ
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
（
二
七
五
）



同第
千
八
條

同第
千
九
條

明
治
十
｝
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
緯
）

　
　
事
卜
其
遣
囑
贈
遣
ノ
大
略
ト
ヲ
記
ス
ル
調
書
ヲ
作
リ
其
別
段
揮

　
　
ミ
タ
ル
公
讃
人
二
其
｝
遺
囑
贈
｝
遺
ノ
謹
蛍
日
ヲ
預
ク
可
キ
巳
日
ヲ
昌
貰
渡

　
　
ス
可
シ

　
　
秘
密
ノ
遣
嘱
贈
遺
ノ
護
書
二
付
テ
モ
亦
前
二
項
ノ
手
績
ヲ
爲
ス

　
　
可
シ
但
シ
其
開
封
ハ
其
鐙
書
ノ
上
ハ
書
二
姓
名
ヲ
手
署
シ
タ
ル

　
　
公
讃
人
ト
讃
人
ト
ノ
面
前
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
（
八
百
九
十
二
條
）
　
　
（
八
百
九
十
條
）

　
第
九
百
三
十
九
條
第
九
百
三
十
七
條
二
記
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ

　
　
遺
囑
老
自
筆
ノ
遣
囑
贈
遺
ノ
讃
書
又
ハ
秘
密
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
誼

　
　
書
二
擦
リ
其
遣
留
財
産
全
部
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
其
財
産
ヲ
牧

　
　
受
ス
ル
ニ
ハ
其
遣
囑
購
遣
ノ
讃
書
ヲ
公
謹
入
二
預
ヶ
タ
ル
旨
ヲ

　
　
記
セ
シ
書
面
ヲ
添
ヘ
テ
其
牧
受
ヲ
得
ソ
ト
ス
ル
願
書
ヲ
初
審
裁

　
　
到
所
ノ
上
席
人
二
差
出
シ
上
席
人
ヨ
リ
其
允
許
ノ
言
渡
ヲ
得
タ

　
　
ル
上
ニ
テ
其
財
産
ヲ
牧
受
ス
可
シ

　
（
八
百
九
十
三
條
〉

　
第
九
百
四
十
條
　
遺
囑
者
ノ
遣
留
財
産
全
部
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者

　
　
法
律
上
ニ
テ
貯
留
財
産
ヲ
得
可
キ
擁
ア
ル
財
産
相
綾
人
ト
共
二

　
　
其
渚
窃
田
財
産
ヲ
分
ッ
時
ハ
茸
ハ
所
“
得
ト
郁
局
シ
タ
ル
財
設
琵
ノ
割
A
ロ
ヲ

　
　
以
テ
其
遺
留
財
産
二
属
ス
ル
負
債
ヲ
澹
任
ス
可
シ

　
　
又
遣
留
財
産
全
部
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
其
贈
遺
ト
シ
テ
受
ケ
タ

同第
干
十
條

同第
千
＋
一
條

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
二
七
六
）

　
ル
不
動
蓬
一
一
付
書
入
質
ノ
椹
ヲ
有
ス
ル
債
主
ヨ
リ
其
負
債
ノ
償

　
却
ヲ
訟
ヘ
ラ
レ
タ
ル
時
ハ
其
受
贈
者
其
負
債
ノ
全
部
ヲ
償
却
ス

　
可
シ
但
シ
其
受
贈
者
ハ
後
二
其
貯
留
財
産
ヲ
得
可
キ
権
ア
ル
財

　
産
相
績
人
二
封
シ
其
推
任
ス
可
キ
負
債
ノ
部
分
ノ
償
還
ヲ
得
ソ

　
ト
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
遺
留
財
産
全
部
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
他
ノ
遣
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受

　
ク
ル
者
二
其
贈
遺
ノ
財
産
ヲ
渡
ス
可
シ
但
シ
遣
囑
ノ
贈
遺
物
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
百
↑
條
）

　
減
ス
可
キ
場
合
二
於
テ
ハ
第
川
百
五
十
七
條
ノ
法
則
二
循
ヒ
之

　
ヲ
減
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
第
五
一
塑
　
遺
留
財
産
中
不
特
定
ノ
一
部
ノ
遣
囑
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
贈
選

　
（
八
百
九
十
四
條
）

第
九
百
四
十
一
條
遣
留
財
産
中
不
特
定
ノ
一
部
ノ
遺
囑
ノ
贈
遣

　
ト
ハ
遣
囑
老
特
二
其
物
件
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
其
贈
遺
ト
爲
ス

　
コ
ト
ヲ
得
前
キ
財
実
匪
疋
分
ノ
一
部
叉
ハ
其
不
動
産
ノ
全
部
叉
ハ

　
其
動
産
ノ
全
部
又
ハ
其
不
動
涯
或
ハ
動
産
ノ
一
部
ヲ
人
二
贈
與

　
ス
ル
遣
囑
ノ
購
選
ヲ
云
フ

　
（
八
百
九
十
五
條
）

第
百
四
十
二
條
遣
囑
者
ノ
遣
留
財
産
中
ノ
不
特
定
ノ
一
部
ヲ
遺

　
囑
ノ
贈
遣
ト
シ
テ
受
ク
ル
者
ハ
法
律
上
ニ
テ
貯
留
財
産
ヲ
得
可



ヲ第第同
合千干
ス十十

　條條

新
タ
ニ
編
入

　
　
キ
樫
ア
ル
財
産
相
績
人
二
其
邊
囑
贈
遣
ノ
財
産
ノ
引
渡
ヲ
求
ム

　
　
可
ク
若
シ
其
相
績
人
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
其
財
産
全
部
ノ
選
囑
ノ
贈

　
　
遺
ヲ
受
ク
ル
者
二
其
遣
購
贈
遺
ノ
財
産
ノ
引
渡
ヲ
求
ム
可
ク
若

　
　
シ
其
遺
留
財
産
全
部
ノ
贈
選
ヲ
受
ク
ル
者
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
法
律

　
　
上
ニ
テ
貯
留
財
産
ヲ
得
可
キ
罐
ナ
キ
財
産
相
績
人
二
其
遺
囑
贈

　
　
遣
ノ
財
産
ノ
引
渡
ヲ
求
ム
可
シ

　
　
（
八
百
九
十
六
條
）

　
第
九
百
四
十
三
條
遺
留
財
産
中
不
特
定
ノ
一
部
ノ
遺
囑
ノ
贈
遣

　
　
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
其
遺
留
財
産
全
部
ノ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者

　
　
ノ
如
ク
其
所
得
ト
爲
シ
タ
ル
財
産
ノ
割
合
ヲ
以
テ
其
邊
留
財
産

　
　
二
属
ス
ル
負
債
ヲ
澹
任
シ
叉
其
所
得
ト
爲
シ
タ
ル
不
動
産
書
入

　
　
質
ノ
負
債
ハ
其
全
部
ヲ
澹
任
ス
可
シ

　
　
又
遺
留
財
産
中
不
特
定
ノ
一
部
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
法
律
上

　
　
ニ
テ
貯
留
財
産
ヲ
得
可
キ
纏
ア
ル
相
績
人
ト
共
二
其
所
得
ト
爲

　
　
シ
タ
ル
財
産
ノ
割
合
ヲ
以
テ
遣
留
財
産
中
特
定
ノ
一
部
ノ
遣
囑
．

　
　
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
二
其
逡
囑
贈
遺
ノ
財
産
ヲ
引
渡
ス
可
シ

　
（
八
百
九
十
七
條
）
　
　
　
（
八
百
八
十
九
條
）

　
第
九
百
四
十
四
條
第
九
百
三
十
六
條
二
記
ス
ル
所
ノ
法
則
ハ
遣

　
　
留
財
産
中
不
特
定
ノ
一
部
ノ
逡
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
モ
亦

　
　
　
　
適
用
ス

　
　
之
ヲ
顧
シ
用
フ
可
シ

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

同第
干
十
條
ノ

ニ
項

同第
干
十
四
條

同第
干
＋
五
條

　
　
　
　
　
　
　
鯵

　
　
　
　
　
第
六
蕨
一
遣
留
財
蓬
中
特
定
ノ
一
部
ノ
遣
囑
ノ
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
遣

　
（
八
百
九
十
八
條
）

第
九
百
四
十
五
條
　
遺
留
財
産
中
特
定
ノ
一
部
ノ
遣
囑
ノ
贈
遣
ト

　
こ
遺
嘱
柳
者
茸
ハ
瞼
糊
遺
ト
爲
ス
財
史
涯
ヲ
特
二
定
メ
タ
ル
｝
遺
囑
ノ
購
…
溜
心

　
ヲ
云
フ

　
（
八
百
九
十
九
條
）

第
九
百
四
十
六
條
遺
留
財
産
全
部
ノ
遺
囑
ノ
贈
遣
ト
不
特
定
ノ

　
一
部
ノ
遣
囑
ノ
購
遺
ト
特
定
ノ
一
部
ノ
遣
囑
ノ
贈
遣
ト
ヲ
問
ハ

　
ス
其
遣
囑
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
遺
囑
者
ノ
死
去
セ
シ
時
ヨ
リ

　
其
遺
囑
賂
遣
ノ
財
産
ヲ
得
ル
ノ
権
ア
リ
テ
此
槽
ハ
贈
遣
ヲ
受
ク

　
ル
者
ノ
財
産
相
綾
人
又
ハ
其
代
椹
人
二
之
ヲ
傳
フ
可
シ
但
シ
未

　
必
ノ
條
件
二
關
セ
シ
ム
ル
ノ
約
定
ヲ
以
テ
爲
シ
タ
ル
遣
囑
ノ
賂

　
遣
ハ
此
限
二
非
ス

　
然
レ
ト
モ
遣
留
財
産
中
特
定
ノ
一
部
ノ
遣
囑
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル

　
　
　
（
八
百
九
十
五
條
）

　
渚
ハ
第
九
百
四
十
二
條
二
記
セ
シ
各
人
ヨ
リ
其
贈
遣
ノ
財
産
ノ

　
　
　
ヲ

　
引
渡
※
得
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
其
贈
㎜
遺
ノ
財
産
ヲ
皿
収
受
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得
ス
又
其
財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
利
釜
ヲ
所
得
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ

　
得
ス

、
（
九
百
條
）

第
九
百
四
十
七
條
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
遣
留
財
産
特
定
ノ
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
二
七
七
）



項第第同
ハニ千
創項十
ル第六
　三條

ル第第同
　二干
　項十
　ハ七
創條

同第
千
十
八
條

朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
ノ
遣
囑
ノ
贈
遭
ヲ
受
ク
、
ル
者
遺
囑
者
死
去
ノ
時
ヨ
リ
其
贈
遺
ノ

　
　
財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
利
釜
ヲ
所
得
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
　
第
一
　
㎜
遺
嘱
”
者
辻
ハ
遺
囑
㎜
ノ
讃
重
早
甲
二
特
二
其
凶
日
ヲ
明
記
シ

　
　
　
　
　
タ
ル
時

　
　
　
第
二
　
畢
生
間
ノ
年
金
ヲ
得
可
キ
ノ
灌
ヲ
養
料
ノ
爲
メ
遺

　
　
　
　
囑
ノ
贈
遺
ト
爲
シ
タ
ル
時

　
（
九
百
一
條
）

第
九
百
四
十
八
條
遺
留
財
産
全
部
ノ
遣
囑
ノ
購
遣
ト
不
特
定
ノ

　
　
一
部
ノ
遣
囑
ノ
贈
遺
ト
特
定
ノ
一
部
ノ
遺
囑
ノ
贈
遣
ト
ヲ
問
ハ

　
　
ス
遺
囑
ノ
股
胴
遣
ヲ
受
ク
ル
者
覚
ハ
贈
遺
ノ
財
産
ノ
引
渡
ヲ
一
訟
フ
ル

　
　
ノ
費
用
ハ
遣
留
財
産
中
ヨ
リ
之
ヲ
出
ス
可
シ
然
レ
ト
モ
之
力
爲

　
　
メ
貯
留
財
産
ヲ
減
ス
可
カ
ラ
ス

　
（
九
百
二
條
）

第
九
百
四
十
九
條
　
遺
囑
者
ノ
財
産
相
績
人
又
ハ
遺
留
財
産
全
部

　
　
ノ
遣
囑
ノ
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
又
ハ
遺
留
財
産
中
不
特
定
ノ
一
部

　
　
ノ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
各
其
得
タ
ル
財
産
ノ
割
合
ヲ
以

　
　
テ
遺
留
財
産
中
特
定
ノ
一
部
ノ
潰
囑
賂
遺
ノ
財
産
ヲ
引
渡
ス
コ

　
　
ト
ヲ
捲
任
ス
可
シ

　
（
九
百
三
條
）

第
九
百
五
十
條
　
特
定
ノ
遺
囑
贈
遺
ノ
財
産
ハ
潰
囑
者
ノ
死
去
セ

　
　
シ
時
ノ
景
状
ノ
儘
其
必
要
ナ
ル
附
属
物
ト
共
二
之
ヲ
引
渡
ス
可

同第
千
十
九
條

同第
千
二
十
條

七
四

（
二
七
八
）

　
シ

　
（
九
百
四
條
）

第
九
百
五
十
一
條
　
一
箇
ノ
土
地
ワ
遣
囑
ノ
贈
遺
卜
爲
ス
者
後
二

　
其
土
地
ノ
方
積
ヲ
増
シ
タ
ル
時
ハ
其
増
シ
タ
ル
土
地
ノ
以
前
ノ

　
土
地
ト
相
接
シ
タ
ル
時
ト
錐
モ
之
ヲ
其
遣
囑
贈
遣
中
ノ
一
部
ナ

　
リ
ト
看
倣
ス
可
カ
ラ
ス
但
シ
其
増
シ
タ
ル
土
地
ヲ
以
前
ノ
土
地

　
二
園
ヒ
入
レ
之
ヲ
其
附
庵
地
ト
看
倣
ス
可
キ
時
ハ
此
限
二
非
ス

　
叉
遺
囑
ノ
贈
遺
ト
爲
シ
タ
ル
土
地
二
作
リ
タ
ル
装
飾
物
又
ハ
其

　
土

　
※
地
ヲ
良
好
ニ
ナ
ス
爲
メ
ニ
附
加
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
遣
囑
贈
選

　
ト
爲
セ
シ
土
地
中
ノ
一
部
ナ
リ
ト
看
倣
ス
可
シ

　
（
九
百
五
條
）

第
九
百
五
十
二
條
若
シ
遣
嘱
者
一
箇
ノ
不
動
蓬
ヲ
遣
囑
ノ
贈
遣

　
ト
爲
ス
前
又
ハ
其
後
二
其
不
動
産
ヲ
書
入
質
ト
爲
シ
タ
ル
時
又

　
ハ
其
不
動
産
ノ
入
額
所
得
ノ
椹
ヲ
人
二
移
シ
タ
ル
時
ハ
後
二
其

　
不
動
産
ヲ
其
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
二
引
渡
ス
可
キ
財
産
相
綾
人
又

　
ハ
其
他
ノ
者
其
不
動
涯
ノ
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
蘇
除
ス
ル
ニ
及
ハ

　
ス
叉
其
入
額
所
得
ノ
灌
ヲ
取
戻
ス
ニ
及
ハ
ス
其
儘
之
ヲ
引
渡
ス

　
コ
ト
ヲ
得
可
シ
但
シ
遺
囑
者
其
遺
囑
贈
遺
ノ
讃
書
二
其
不
動
産

　
書
入
質
ノ
義
務
ヲ
蘇
除
シ
叉
ハ
其
入
額
所
得
ノ
槽
ヲ
取
戻
シ
テ

　
其
不
動
産
ヲ
引
渡
ス
可
キ
旨
ヲ
特
二
明
記
シ
タ
ル
時
ハ
此
限
二



　
　
　
　
　
非
ス

同
　
　
　
　
　
　
（
九
百
六
條
）

第
千
二
＋
一
第
九
百
五
十
三
條
　
若
シ
遺
囑
者
他
人
二
屍
ス
ル
財
産
ヲ
贈
遺
ト

條　
　
　
　
　
　
爲
シ
タ
ル
時
ハ
其
遺
囑
者
其
財
産
ノ
己
レ
ニ
屍
セ
サ
ル
ヲ
知
リ

　
　
　
　
　
　
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
間
ハ
ス
其
贈
遺
ノ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

同
　
　
　
　
　
（
九
百
七
條
）

第
干
二
＋
二
　
第
九
百
五
十
四
條
遣
囑
者
其
贈
遺
ト
爲
ス
財
産
ノ
種
類
ヲ
定
メ

條　
　
　
　
　
　
特
二
其
物
ヲ
指
定
セ
サ
ル
時
ハ
其
財
産
相
績
人
其
遺
囑
ノ
贈
遣

　
　
　
　
　
　
ヲ
受
ク
ル
者
二
最
モ
良
好
ノ
物
ヲ
渡
ス
ニ
及
ハ
ス
叉
最
モ
粗
悪

　
　
　
　
　
　
ノ
物
ヲ
渡
ス
可
カ
ラ
ス

同
　
　
　
　
（
九
頁
條
）

蝉
、
吋
＋
、
二
第
九
百
五
＋
五
條
篁
．
爲
シ
タ
ル
遺
囑
ノ
購
遺
ハ
負
債
ノ
償

　
　
　
　
　
　
ナ
リ
ト
看
倣
ス
可
カ
ラ
ス

同
　
　
　
　
　
（
九
百
九
條
）

第
千
二
＋
四
　
第
九
百
五
十
六
條
　
遣
留
財
産
中
ニ
テ
特
定
ノ
一
部
ノ
逡
囑
ノ
贈

條　
　
　
　
　
　
選
ヲ
受
ク
ル
者
其
遣
留
財
産
二
付
テ
ノ
負
債
ヲ
捲
任
ス
ル
ニ
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヒ
百
五
十
七
條
）

　
　
　
　
　
　
ハ
サ
ル
ハ
第
八
百
四
條
二
記
ス
ル
所
ノ
如
ク
タ
ル
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
顧
一
遺
囑
者
ノ
托
ヲ
受
ケ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
ス
ル
者

同
　
　
　
　
　
　
（
九
百
十
條
）

第
干
二
＋
五
・
第
九
百
五
十
七
條
遺
囑
者
ハ
其
遣
囑
ノ
贈
遺
ヲ
執
行
ス
ル
者
一

條
　
　
　
　
　
人
又
ハ
敷
人
ヲ
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

同第
千
二
十
六
　
　
　
（
九
百
十
一
條
）

條
　
　
　
　
第
九
百
五
十
八
條
遣
囑
者
ハ
其
遺
囑
ノ
賂
遺
ヲ
執
行
ス
ル
者
二

　
　
　
　
明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

同第
千
二
十
七

條同第
干
二
十
八

條同曄
孝
九

同第
千
三
＋
條

ハ
創
ル

　
自
己
ノ
動
産
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
附
托
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
然

　
レ
ト
モ
其
附
托
ハ
其
遺
囑
者
ノ
死
去
セ
シ
時
ヨ
リ
浦
一
年
ノ
時

　
間
二
過
ク
可
カ
ラ
ス

　
遺
囑
ノ
贈
遣
ヲ
執
行
ス
ル
者
動
産
ノ
附
托
ヲ
受
ケ
サ
ル
時
ハ
之

　
ヲ
受
ゲ
ン
ト
訟
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
（
九
百
十
二
條
）

第
九
百
五
十
九
條
　
財
産
相
綾
人
動
産
ノ
遺
囑
贈
遺
ヲ
受
ク
ル
者

　
二
之
ヲ
渡
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
保
謹
ス
ル
ニ
足
ル
可
キ
金
額
ヲ
其
遣

　
囑
贈
遺
ノ
執
行
者
二
渡
サ
ン
ト
申
述
ス
ル
時
又
ハ
既
二
其
贈
遺

　
ノ
動
産
ヲ
其
受
贈
者
二
渡
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
讃
ス
ル
時
ハ
其
財
涯

　
相
績
人
其
遺
囑
贈
遺
ノ
執
行
者
ノ
嘗
テ
遺
囑
者
牙
リ
附
托
ヲ
受

　
ゲ
タ
ル
動
産
ヲ
己
レ
ニ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
九
百
十
三
條
）

第
九
百
六
十
條
　
契
約
ヲ
爲
ス
可
キ
ノ
能
カ
ア
ラ
サ
ル
者
ハ
潰
囑

　
贈
遺
ノ
執
行
者
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
（
九
百
十
四
條
）

第
九
百
六
十
一
條
婚
姻
シ
タ
ル
婦
ハ
其
夫
ノ
許
諾
ヲ
得
又
ハ
裁

　
到
所
ノ
允
許
ヲ
得
タ
ル
時
こ
遺
嘱
禦
贈
遺
ノ
執
か
有
者
ト
ナ
ル
コ
ト

　
ヲ
得
可
シ

　
（
九
百
十
五
條
）

第
九
百
六
十
二
條
遣
囑
贈
遺
ノ
執
行
者
ハ
左
ノ
諸
件
ヲ
爲
ス
可

　
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
二
七
九
）



條第同
　±

　十

同第
千
三
十
二

條條第同
　ま

　十

明
治
十
噛
年
民
法
草
案
の
一
部

　
　
第
一
財
産
相
績
人
中
二
幼
者
叉
ハ
胎
蔑
ノ
禁
ヲ
受
ケ
タ
ル

　
　
　
者
又
ハ
失
踪
者
ア
ル
時
ハ
遣
留
財
産
二
封
印
ヲ
爲
サ
シ
ム

　
　
　
　
ル
事

　
　
第
二
　
財
産
相
綾
人
ノ
面
前
ニ
テ
遣
留
財
産
ノ
目
録
ヲ
記
セ

　
　
　
　
シ
ム
ル
事

　
　
第
三
　
遺
囑
ノ
贈
遣
物
ヲ
渡
ス
ニ
足
ル
可
キ
金
額
ノ
ア
ラ
サ

　
　
　
　
ル
時
動
産
ヲ
費
梯
ハ
シ
ム
ル
事

　
　
第
四
　
遺
囑
贈
遺
ノ
執
行
ヲ
監
察
シ
且
其
執
行
二
付
キ
詞
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
　
　
ノ
生
ス
ル
時
ハ
其
詞
訟
二
管
渉
シ
テ
遺
囑
賂
遺
ノ
敷
ヲ
保

　
　
　
全
ス
ル
事

　
　
第
五
　
遣
囑
者
ノ
死
去
ノ
時
ヨ
リ
滴
一
年
ノ
後
二
至
リ
其
行

　
　
　
　
フ
タ
ル
諸
事
ノ
計
算
ヲ
爲
ス
事

　
（
九
百
十
六
條
）

　
第
九
百
六
十
三
條
　
遺
囑
贈
遣
ノ
執
行
者
ノ
擢
ハ
其
財
蓬
相
績
人

　
　
二
傳
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
（
九
百
十
七
條
）

　
第
九
百
六
十
四
條
遣
囑
贈
邊
ノ
執
行
者
敷
人
ア
ル
時
ハ
其
附
托

　
　
ヲ
受
ケ
シ
動
産
ノ
用
方
二
付
キ
共
二
蓮
帯
シ
テ
其
責
二
任
ス
可

　
　
シ
但
シ
遣
囑
者
其
遺
囑
賂
遣
ノ
執
行
者
敷
人
ノ
職
分
ヲ
分
チ
テ

　
　
其
各
人
自
己
ノ
任
セ
ラ
レ
シ
職
務
ノ
ミ
ヲ
行
フ
タ
ル
時
ハ
此
限

條第同

士

十
　四

同第
千
三
十
五

條條第同
　壬

　十
　六

條第同
　ま

　十
　七

七
六

（
二
八
○
）

　
二
非
ス

　
（
九
百
十
八
條
）

第
九
百
六
十
五
條
　
遺
囑
賂
遺
ノ
執
行
者
遣
留
財
産
二
封
印
ヲ
爲

　
シ
テ
其
目
録
ヲ
記
ス
ル
ノ
費
用
其
行
フ
タ
ル
諸
事
ノ
計
算
ヲ
爲

　
ス
ノ
費
用
及
ヒ
其
他
遣
囑
贈
遺
執
行
ノ
職
務
ヲ
爲
ス
ニ
付
テ
ノ

　
費
用
ハ
遣
留
財
漆
中
ヨ
リ
之
ヲ
出
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
節

　
　
　
　
第
△
墨
　
選
囑
贈
遺
ヲ
取
消
ス
事
及
ヒ
遺
囑
贈
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
敷
ヲ
生
セ
サ
ル
事

（
九
百
十
九
條
）

第
九
百
六
十
六
條
　
凡
ソ
遣
囑
贈
遣
ノ
謹
書
ハ
其
後
二
記
シ
タ
ル

　
｝
遺
嘱
瑚
購
潰
『
ノ
讃
蛍
日
二
因
リ
又
沿
遺
囑
者
茸
9
思
ヲ
饗
百
人
セ
シ
コ
ト

　
ヲ
記
シ
タ
ル
公
正
ノ
讃
書
二
因
リ
之
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
九
百
二
十
條
）

第
九
百
六
十
七
條
　
後
二
記
シ
タ
ル
遺
囑
購
遣
ノ
讃
書
二
前
二
記

　
シ
タ
ル
潰
囑
贈
選
ノ
謹
書
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
別
段
記
セ
サ
ル
時

　
ハ
前
ノ
謹
書
中
ニ
テ
後
ノ
謹
書
二
記
ス
ル
所
ト
抵
隅
矛
盾
シ
タ

　
ル
條
件
ノ
ミ
ヲ
取
潜
ス
可
シ

　
（
九
百
二
十
一
條
）

第
九
百
六
十
八
條
後
ノ
遣
囑
購
遺
二
擦
リ
テ
購
遣
ヲ
受
ク
ル
※

　
者
ノ
之
ヲ
風
X
ク
ル

　
コ
ト
能
ハ
ス
又
ハ
其
購
遣
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
之
ヲ
受
ル
コ
ト
ヲ
肯

　
セ
サ
ル
ニ
因
リ
其
遺
囑
賂
遺
ノ
敷
ナ
キ
時
ト
錐
モ
前
ノ
遣
囑
贈

　
遣
ヲ
取
消
ス
可
シ



條第同
　王

　十
　八

同第
干
三
十
九

條同第
千
四
＋
條

同第
千
四
＋
一

條

　
　
（
九
百
二
十
二
條
）

　
第
九
百
六
十
九
條
　
遺
囑
者
其
遣
囑
ノ
贈
遣
ト
爲
シ
タ
ル
財
蓬
ヲ

　
　
人
二
買
リ
タ
ル
時
ハ
縦
令
其
費
渡
ノ
時
後
二
之
ヲ
買
戻
ス
可
キ

　
　
ノ
約
定
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
錐
モ
其
費
渡
シ
タ
ル
財
産
二
付
テ
ハ
其

　
　
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
取
消
ス
可
シ
但
シ
其
萱
買
ノ
契
約
ノ
敷
ヲ
失
フ

　
　
テ
猛
ハ
贈
遣
者
其
費
渡
シ
タ
ル
財
産
ヲ
己
レ
一
二
取
戻
シ
タ
ル
時
モ

　
　
亦
同
一
ナ
リ
ト
ス

　
　
（
九
百
二
十
三
條
）

　
第
九
百
七
十
條
　
凡
ソ
遺
蟻
ノ
贈
遺
ハ
其
贈
遣
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
遺

　
　
囑
者
ヨ
リ
前
二
死
去
シ
タ
ル
時
ハ
其
敷
ヲ
生
ス
可
カ
ラ
ス

　
（
九
百
二
十
四
條
）

　
第
九
百
七
十
一
條
　
凡
ソ
未
必
ノ
條
件
二
關
ス
可
キ
旨
ヲ
定
メ
テ

　
　
遺
囑
ノ
贈
遣
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ハ
其
受
贈
者
縦
令
其
遣
囑
者
ヨ
リ

　
　
後
二
生
存
ス
ト
雅
モ
未
タ
其
未
必
ノ
條
件
ノ
生
セ
サ
ル
前
二
死

　
　
去
シ
タ
ル
ニ
於
テ
ハ
其
遣
囑
贈
遺
ノ
敷
ヲ
生
ス
可
カ
ラ
ス

　
（
九
百
二
十
五
條
）

　
第
九
百
七
十
二
條
　
若
シ
亦
後
二
必
ス
生
ス
可
キ
將
來
ノ
條
件
二

　
　
關
ス
ル
旨
ヲ
定
メ
テ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ハ
其
受
贈
者

　
　
其
遣
囑
者
ノ
死
去
二
因
リ
直
チ
ニ
其
贈
遺
ノ
財
産
ヲ
所
得
ト
爲

　
　
ス
可
キ
乙
罹
ヲ
得
縦
令
其
將
來
ノ
條
件
ノ
未
タ
生
セ
サ
ル
前
二

　
　
死
去
ス
ル
ト
錐
モ
贈
遺
ノ
財
塵
ヲ
所
得
ト
爲
ス
可
キ
ノ
権
ヲ
自

　
　
己
ノ
財
蓬
相
績
人
二
傳
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

朋
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

條第同
　千
　四
　十

同第
千
四
十
三

條削條第同
ル第千
　二四
　項十
　ハ四

　
（
九
百
二
＋
六
條
）

第
九
百
七
十
三
條
遺
囑
ノ
贈
遺
ト
爲
シ
タ
ル
財
産
其
遺
囑
者
ノ

　
生
存
中
二
全
ク
減
彊
シ
タ
ル
時
ハ
其
贈
選
ノ
敷
ヲ
生
セ
シ
ム
可

　
カ
ラ
ス

　
叉
遺
囑
贈
遣
ノ
財
蓬
ヲ
其
受
贈
者
二
渡
ス
可
キ
財
蓬
相
績
人
ノ

　
之
ヲ
渡
ス
コ
ト
ヲ
逞
延
セ
シ
時
ト
錐
モ
其
財
産
相
績
人
ノ
所
爲

　
及
ヒ
過
失
二
非
ス
シ
テ
其
贈
遣
ノ
財
養
ノ
滅
墨
シ
タ
ル
時
ハ
前

　
項
二
同
シ
ク
其
遺
囑
贈
遣
ノ
敷
ヲ
生
セ
シ
ム
可
カ
ラ
ス
但
シ
其

　
財
産
相
績
人
縦
令
既
二
其
受
贈
者
二
其
財
産
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

　
錐
モ
亦
其
財
産
ノ
滅
畳
シ
タ
四
可
キ
ノ
謹
ヲ
立
ル
能
ハ
サ
ル

　
時
ハ
其
財
産
相
績
人
ヨ
リ
其
受
贈
者
二
其
損
害
ノ
償
ヲ
爲
ス
可

　
シ

　
（
九
百
二
十
七
條
）

第
九
百
七
十
四
條
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ク
可
キ
者
ノ
之
ヲ
受
ク
ル

　
コ
ト
ヲ
肯
セ
ス
又
ハ
之
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
時
ハ
其
賂
遣

　
ノ
敷
ヲ
生
セ
シ
ム
可
カ
ラ
ス

（
九
百
二
十
八
條
）

第
九
百
七
十
五
條
　
歎
人
二
相
合
シ
テ
遣
囑
ノ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル

　
時
若
シ
其
受
贈
者
中
ソ
一
人
二
付
キ
其
遺
囑
贈
遣
ノ
敷
ヲ
生
セ

　
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
英
他
ノ
受
贈
者
其
一
人
ノ
部
分
ヲ
己
レ
ノ
部
分

　
二
加
ヘ
テ
所
得
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
二
八
一
）



司第
千
四
十
五

條
ハ
創
ル

同第
千
四
＋
六

條同第
千
四
＋
七

條同第
干
四
十
八

條同第
千
四
＋
九

條

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

（
九
百
二
十
九
條
）
　
　
　
（
八
百
三
十
九
條
）
　
　
　
（
八
百
四
十
條
）

第
九
百
七
十
六
條
第
八
百
八
十
六
條
ト
第
八
百
八
十
七
條
ノ
第

　
一
及
ヒ
第
ニ
ト
ノ
場
合
㌧
一
於
テ
生
存
中
ノ
贈
遺
ヲ
取
消
ス
コ
ト

　
ヲ
得
可
キ
原
由
ア
ル
時
ハ
亦
遺
囑
ノ
贈
遣
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得

　
可
シ

　
（
九
百
三
十
條
）

第
九
百
七
十
七
條
若
シ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
受
ヶ
タ
ル
者
遺
囑
者
死

　
後
ノ
榮
讐
二
至
重
ノ
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
時
ハ
其
財
産
相
績
人
其
遺

　
囑
ノ
賂
遺
ヲ
取
潰
サ
ソ
ト
訟
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
但
シ
其
訟
ハ

　
其
犯
罪
ノ
時
ヨ
リ
一
年
内
二
之
ヲ
爲
ス
可
シ

　
　
　
　
第
六
章
　
生
存
中
ノ
贈
遺
又
ハ
遣
囑
ノ
贈
遣
ヲ
其
子
二

　
　
　
　
　
　
　
爲
ス
者
ノ
其
孫
ノ
利
釜
ノ
爲
メ
ナ
シ
得
可
キ

　
　
　
　
　
　
　
約
定
及
ヒ
生
存
中
ノ
購
遣
又
ハ
遣
囑
ノ
贈
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
其
兄
弟
姉
妹
二
爲
ス
者
ノ
其
甥
姪
ノ
利
釜

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
爲
メ
ニ
ナ
シ
得
可
キ
約
定

　
（
九
百
三
十
一
條
）

第
九
百
七
十
八
條
父
母
ハ
其
随
意
二
贈
遣
ト
爲
ス
ヲ
得
可
キ
財

　
産
ノ
定
分
ヲ
生
存
中
ノ
贈
遺
又
ハ
逡
囑
ノ
購
遣
ヲ
以
テ
其
子
二

　
與
へ
後
二
其
贈
遺
ヲ
受
ケ
シ
子
ノ
死
去
ス
ル
時
其
子
ノ
生
ミ
タ

　
ル
子
二
傳
フ
可
キ
ノ
約
定
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
（
九
百
三
十
二
條
）

第
九
百
七
十
九
條
　
子
ナ
キ
者
ハ
其
随
意
二
贈
遣
ト
爲
ス
ヲ
得
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
二
八
二
）

キ
財
産
ノ
定
分
ヲ
生
存
中
ノ
贈
遺
又
ハ
遺
囑
ノ
贈
遺
ヲ
以
テ
其

兄
弟
姉
妹
二
與
へ
後
二
其
贈
遣
ヲ
受
ケ
シ
兄
弟
姉
妹
ノ
死
去
ス

ル
時
其
兄
弟
姉
妹
ノ
生
ミ
タ
ル
子
二
傳
フ
可
キ
ノ
約
定
ヲ
爲
ス

コ
ト
ヲ
得
可
シ

同第
干
五
＋
條

ヲ六條第同
合條第干
スノ干五
　二五十
　條十五

第
九
百
八
十
條
前
二
條
二
記
シ
タ
ル
贈
遺
ハ
年
齢
及
ヒ
男
女

　
ノ
別
ナ
ク
其
贈
遣
ヲ
受
ケ
シ
者
ノ
生
ミ
タ
ル
子
及
ヒ
其
生
ム

　
コ
ト
ア
ル
可
キ
子
二
其
贈
遺
ノ
財
産
ヲ
傳
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
定

　
ム
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

第
九
百
八
十
一
條
前
國
篠
二
記
シ
タ
ル
贈
遣
ヲ
爲
ス
者
ハ

　
茸
ハ
贈
｝
遺
ノ
讃
童
日
又
ハ
其
後
二
記
シ
タ
ル
公
正
ノ
謹
童
目
ヲ
以
テ

　
其
贈
遺
ノ
執
行
ヲ
監
察
ス
ル
管
照
者
ヲ
任
ス
可
ク
若
シ
其
贈

　
遣
ヲ
爲
ス
者
其
管
照
者
ヲ
任
セ
サ
ル
時
ハ
其
受
贈
者
其
贈
渣

者
死
去
ノ
時
ヨ
リ
百
内
二
蕪
無
ヲ
爲
サ
シ
箕
濃

　
會
議
二
於
テ
其
管
照
者
ヲ
任
ス
可
シ

合條條第同
スノ第千
　二干五
　條六十
　ヲ十八

（
九
百
三
十
三
條
）
　
　
　
　
二

第
九
百
八
十
二
條
前
画
篠
二
記
セ
シ
贈
遺
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ

　
死
去
シ
タ
ル
時
ハ
定
例
ノ
法
式
ヲ
以
テ
其
遣
留
財
蓬
ノ
目
録
ヲ



ロ嘩
ハ
＋
二

ヲ八條第同
合條第千
スノ千六
　二六十
　條十五

同第
千
六
十
七

條條第同
千
六
十
九

記
ス
可
シ

其
目
録
ヲ
記
ス
ル
ノ
手
績
ハ
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
之
ヲ
爲
ス
可

シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
1
ー

一
ク
若
シ
其
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
之
ヲ
爲
サ
、
ル
時
ハ
其
管
照

　
者
之
ヲ
爲
ス
可
シ
一

　
へ
九
百
三
十
四
條
）

第
九
百
八
十
三
條
前
轍
條
二
記
セ
シ
贈
遺
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其

　
贈
遺
ノ
財
産
中
ノ
動
産
ヲ
定
例
ノ
手
績
ヲ
爲
シ
テ
羅
費
二
爲
ス

　
可
シ

　
（
九
百
三
十
五
條
）

第
九
百
八
十
四
條
　
前
敷
條
二
記
セ
シ
贈
遣
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
財

　
産
目
録
ヲ
記
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
六
月
内
二
闇
照
者
ノ
立
合
ニ
テ
「

　
其
贈
遺
中
ノ
金
額
又
ハ
動
産
ノ
難
費
二
因
リ
得
タ
ル
金
額
ヲ

　
　
資
．

　
面
盗
ト
ナ
ル
可
キ
方
法
二
用
フ
可
シ

　
（
九
百
三
十
六
條
）

第
九
百
八
十
五
條
　
贈
遺
ヲ
爲
ス
者
前
條
二
記
ス
ル
所
ノ
金
額
ヲ

　
用
フ
可
キ
方
法
ヲ
定
メ
置
キ
タ
ル
時
ハ
其
方
法
二
循
テ
之
ヲ
用

　
　
フ
可
ク
若
シ
贈
選
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ノ
其
方
法
ヲ
定
メ
置
カ
サ
ル

　
時
ハ
不
動
産
買
入
ノ
爲
メ
ニ
其
金
額
ヲ
用
ヒ
又
ハ
人
二
其
金
額

　
　
ヲ
貸
シ
其
抵
當
ト
シ
テ
不
動
産
書
入
質
ノ
纏
利
ヲ
得
可
シ

　
（
九
百
三
十
七
條
）

第
九
百
八
十
六
條
前
轍
係
二
記
ス
ル
定
メ
ヲ
以
テ
不
動
産
ヲ
贈

　
｝
遺
ト
爲
シ
タ
ル
時
パ
其
贈
滑
心
ノ
讃
壼
目
ヲ
壼
日
入
質
魯
呂
署
ノ
簿
一
冊
三

明
治
十
頃
年
民
法
草
案
の
一
部

弓四條第同
合膝第千
スノ千七
　二七十
　條十三

　騨
七
蓋

同第
千
七
＋
六

條

登
記
ス
可
シ

又
賂
遣
ト
爲
シ
タ
ル
金
額
叉
ハ
賂
遺
ノ
動
産
ヲ
難
費
一
一
爲
シ
テ

得
タ
ル
金
額
ヲ
以
テ
不
動
産
ヲ
買
入
レ
タ
ル
時
又
ハ
其
金
額
ヲ

貸
シ
其
抵
當
ト
シ
テ
不
動
産
書
入
質
ノ
権
ヲ
得
タ
ル
時
ハ
其
不

　
動
産
壷
買
ノ
契
約
書
又
ハ
其
不
動
蓬
書
入
質
ノ
契
約
書
ヲ
書
入

　
質
官
署
ノ
簿
珊
二
登
記
ス
可
シ

　
此
條
二
記
ス
ル
所
ノ
登
記
ノ
手
績
ハ
賂
遺
ヲ
受
ケ
シ
者
一
図
困

　
蕎
照
圏
之
ヲ
爲
ス
可
シ

（
九
百
三
十
八
條
）

第
九
百
八
十
七
條
　
若
シ
贈
遣
ヲ
受
ケ
シ
者
一
又
ハ
其
ノ
管
照
圏

　
前
敷
條
二
記
ス
ル
所
ノ
職
務
ヲ
行
ハ
サ
ル
時
ハ
一
園
一
其
責
二

　
任
ス
可
シ

　
　
　
第
七
章
　
父
母
又
ハ
奪
馬
親
其
財
産
ヲ
其
子
又
ハ
卑

　
　
　
　
　
　
　
用
局
親
二
分
派
一
ス
ル
事

第
九
百
八
十
八
條
父
母
叉
ハ
奪
團
親
ハ
其
子
叉
ハ
卑
圃
親
二

　
其
財
産
ノ
分
派
ヲ
爲
ス
事
ヲ
得
可
シ

第
九
百
八
十
九
條
　
父
母
又
ハ
奪
腸
親
ノ
爲
ス
所
ノ
分
派
ハ
生

　
存
中
ノ
贈
遣
及
ヒ
遺
囑
ノ
購
遺
ノ
爲
メ
定
メ
タ
ル
法
則
二
循

　
ヒ
生
存
中
ノ
謹
書
又
ハ
遣
囑
ノ
謹
書
ヲ
以
テ
之
η
爲
ス
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
二
八
三
）



同算
千
七
十
七

條同第
千
七
十
八

條同麟
干
七
＋
九

同第
千
八
＋
條

明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
一
部

　
ヲ
得
可
シ

　
生
存
中
ノ
諦
書
ヲ
以
テ
爲
シ
タ
ル
分
派
ハ
現
在
ノ
財
養
ノ
、
・
・

　
二
限
ル
可
シ

第
九
百
九
十
條
　
若
シ
奪
馬
親
ノ
死
去
シ
タ
ル
時
其
遺
留
財
産

　
中
二
嘗
テ
其
分
派
中
二
入
ラ
サ
ル
物
件
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
其
物

　
件
ヲ
法
律
二
循
テ
分
派
ス
可
シ

第
九
百
九
十
一
條
　
若
シ
尊
馬
親
ノ
死
去
シ
タ
ル
時
生
存
ス
ル

　
子
ト
既
二
死
去
セ
シ
子
ノ
卑
鴎
親
ト
ノ
全
員
二
其
財
産
分
派

　
ヲ
爲
サ
・
ル
時
ハ
其
分
派
ノ
敷
ナ
カ
ル
可
シ

　
此
場
合
二
於
テ
ハ
財
産
ノ
分
派
ヲ
得
サ
ル
子
及
ヒ
卑
島
親
ハ

　
言
ヲ
待
タ
ス
其
分
派
ヲ
得
タ
ル
子
及
ヒ
卑
厨
親
ト
錐
モ
法
律

　
二
循
ヒ
更
二
改
メ
テ
分
派
ヲ
爲
サ
ソ
ト
訟
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
可

　
シ

第
九
百
九
十
二
條
　
奪
囑
親
ノ
爲
シ
タ
ル
分
派
二
付
キ
若
シ
其

　
子
及
ヒ
卑
驕
親
中
二
法
律
上
ニ
テ
其
當
然
得
可
キ
部
分
ノ
四

　
分
一
以
上
損
失
ヲ
受
ク
ル
者
ア
ル
時
ハ
其
損
失
ヲ
受
ク
ル
子

　
及
ヒ
卑
腸
親
其
分
派
ヲ
取
消
サ
ン
ト
訟
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

第
九
百
九
十
三
條
前
條
二
記
ス
ル
原
由
二
因
リ
奪
屍
親
ノ
爲

　
シ
タ
ル
分
派
ヲ
取
清
サ
ソ
ト
訟
フ
ル
子
及
ヒ
卑
驕
親
ハ
其
財

　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
漆
評
慣
ノ
費
用
ヲ
預
メ
出
シ
置
キ
若
シ
其
子
及
ヒ
卑
屍
親
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
O
　
　
　
（
二
八
四
）

敗
訟
二
至
リ
シ
時
ハ
其
評
贋
ノ
費
用
ト
訴
訟
ノ
費
用
ト
ヲ
捲

任
ス
可
シ


